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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） ただいまから平成23年３月

11日に発生いたしました東日本大震災により犠牲

になられました多くの方々のご冥福をお祈りいたし

ますとともに、被災地域の一日も早い復興を願って

黙祷をささげたいと思います。 

 全員ご起立お願いいたします。 

（全員起立） 

〇議長（若山武信君） 黙祷。 

（黙  祷） 

〇議長（若山武信君） 黙祷終わります。 

 ご着席願います。 

（全員着席） 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定によ

り、議長において、７番御家瀬議員、９番東議員を

指名いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ 令和２年度市政

執行方針演説に対する一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、議席番号６番、北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 新政クラブを代表

して通告に従い質問させていただきますので、ご答

弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 質問の前に、このたびの新型コロナウイルスによ

る多くの感染者が発生し、国民生活や経済活動に多

大な影響が出ておりますことは誠に残念でありま

す。感染により亡くなられた方々、また現在療養中

の皆様方にはお見舞いを申し上げますとともに、一

日も早い終息を迎えますことを祈念しております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。１、市

政執行方針について、１、商業振興についてお尋ね

をいたします。昨年は市長公約である市民アンケー

トが実施され、今後赤平市が最も力を入れるべきこ

ととしての結果が出ました。その第１位が商業振興

であります。本年の執行方針では、地域商業の活性

化に向け商工会議所や商店街振興対策協議会と連携

により商店街の存続と活性化を図ると表明されまし

た。この連携について具体的にはどのような連携を

お考えなのか、それについて説明をお願いいたした

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域商業の活性化についてで

ございますけれども、商業振興につきましては高齢

化や後継者不足、販売形態の多様化など多岐にわた

り、商店街等におかれましてもご苦労されているこ

とと思います。起業支援事業につきましては平成28

年に要綱を整備し、美容室や飲食店など７件の起業

支援を行ってまいりました。令和元年度につきまし

ては、簡易宿所の申請もございまして、町の活性化

と雇用の創出を図ってきたところでございます。そ

のほかにもチャレンジ・アレンジ産業振興事業によ

ります新商品の開発や店舗整備、魅力向上助成金を

活用し、商店街の美化対策として明るい町並みの形

成に活用され、平成21年から継続しておりますスー

パープレミアム付商品券など市民にも定着した事業

もあり、新年度につきましてもこれらの事業につい

て引き続き実施してまいります。商工会議所や商店

街等で組織している商店街振興対策協議会で実施い

たしましたうま辛キャンペーン、カリーＤＥラリー
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では、応募者の約半数が市外の方で、赤平の食のＰ

Ｒとともに、飲食店からも継続して実施してほしい

という声もありますことから、今後も飲食店等と意

見交換など連携を図りながら商店街活性化事業とし

て継続してまいります。また、札幌市立大学大学院

生とＮＰＯ炭鉱の記憶推進事業団と連携し、炭鉱遺

産ガイダンス施設に来た方を商店街に導く飲食店イ

ラストマップを制作いただき、利用者からも飲食店

からもご好評を頂いております。今後につきまして

は、これまでの事業を継続して実施するとともに、

商工会議所や商店街振興対策協議会等と連携し、市

民ニーズに応えられるよう商業振興施策に取り組ん

でまいりますので、ご理解いただきますようお願い

申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま今までの

数々の政策のやっていることを説明いただきました

が、いわゆる従来の政策を継続する、あるいは引き

継ぐということだけ、これでは市民の期待するニー

ズには応えていないのでないかと、このように思い

ます。赤平市の最重点課題の商業振興に対して今後

商工会議所や商店街対策協議会とどのような連携が

できるのか、もう少し具体的なものがあれば示して

いただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 具体的な取組と連携したもの

ということでございますけれども、市内の中心とな

ります商店街でございます。また、それぞれの生活、

地域圏ございますけれども、それぞれ豊里ですとか

茂尻地区等もございます。また、そういったところ

をそれぞれ核として位置づけているかというふうに

思ってございます。それぞれの特性を踏まえた商業

振興を図ってまいりたいと思いますので、それには

やはり各商店会ですか、そういったところとも連携

してまいりたいというふうに思っております。中で

も、具体的なということでございましたので、例え

ば個店、商店会が自ら利用、活用できるような資源、

そういったもの最大限に生かしていただきたいとい

うふうに思いますし、また地域課題等もあろうかと

いうふうに思ってございます。そういったことでい

きますと、個店また商店会の果たす役割というもの

は地域の中からも重要となってきているというふう

に思ってございますので、具体的なものとしては今

申し上げれるところはございませんけれども、地域

の課題の解決ですとか、例えば買物弱者に対するも

の、そういったことから生活者との接点、そういっ

たものも重要になってきているかというふうに思っ

てございます。大型店もございますけれども、さら

にはやはり大型店との共存、共栄と。そして、個店

の魅力発見というところでも協議をしてまいりたい

と考えてございます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。現状よりもさらなる商業振興については、 

確かに人口減少、あるいは市民の高齢化ということ

で難しい問題であることは私も自覚しておるところ

でございますが、しかしこのたび先ほど説明ありま

した札幌市立大学院生とＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進

事業団との連携によって作られたランチマップ、非

常にユニークで、おのおのの発想の中で作られてお

り、ある意味で赤平市の個店の振興につながってい

るのでないかと、このように思っております。ぜひ

こういった新しいアイデアに対しては行政はもちろ

ん、商工会議所、あるいは商店街振興協議会とか、

積極的に連携、支援して町の活性化を促していただ

きたいと。そうすることが商業振興に結びつくもの

と期待をしておりますので、どうぞよろしくお願い

をいたしたいと思っています。 

 次に参ります。２番目の地域公共交通についてお

尋ねを申し上げます。地域公共交通問題は、赤平市

の２番目に重要課題として市民の要望の多い項目で

もあります。昨年来この議会において複数の議員か

ら地域公共交通問題の質問に対して地域公共交通先

進事例の視察、研修、実施と地域公共交通活性化協

議会を設置するとの答弁も頂きました。それで、次

の３点についてお尋ねをいたしたいと思います。 
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 まず、１点目の地域公共交通先進事例視察につい

て結果を示していただきたいと思っています。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域公共交通の先進事例視察

の結果ということでございますけれども、中空知広

域市町村圏組合におきましても各市、町が共通課題

として捉えている地域公共交通について、中空知広

域市町村圏組合事業として中空知の各自治体の担当

者が先進地を視察してきております。神奈川県大和

市では、地域乗合交通創出支援事業について、地域

住民が主体となって運営していた無償運行が発展し

て、バス事業者への運行委託での実施に切り替わっ

たものであり、それまでに至る経緯の説明を受けた

ところであります。千葉県袖ケ浦市では、交通空白

地域を鉄道駅から１キロ以上及びバス停から300メ

ートル以上離れた地域と定義し、これまでにコミュ

ニティバスや、デマンド型乗り合いタクシーを実施

したが、利用者が少なく、運行を廃止し、大和市と

は逆に現在はＮＰＯのサポートスタッフによる外出

支援として無償運行を実施しているとの報告を受け

ております。両市におきましては、いずれも地域住

民の協力が不可欠であり、またその地域の特性に応

じ運営形態が異なるということから、赤平市におい

ても地域の実情や既存公共交通の利用状況等をしっ

かりと把握し、今回の先進地事例も参考に十分な検

討が必要であると思っておりますので、ご理解いた

だければと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 神奈川県の大和市

と千葉県の袖ケ浦市と、こういう２市について中空

知の広域圏の中で視察してきたと、そういうことで

ございますけれども、この２市の実施している中身

について赤平市として参考になるところがあったの

かどうか、それについて行かれた方の説明をお聞き

したいのですが、ここにおりますでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画課長。 

〇企画課長（林伸樹君） 視察に行った担当の者は

今ここには出席してございません。担当の者が行っ

ております。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 分かりました。 

 それでは、もう１点、この２市の実施に当たって

の時間的な問題ですが、計画策定から実施に至るま

でどのくらいの時間を要したのかももし分かるなら

教えてください。 

〇議長（若山武信君） 企画課長。 

〇企画課長（林伸樹君） すみません。そこの詳し

い内容については、ちょっと調べてみないと分から

ないのですが。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 今ここに資料がな

いということなので、後ほどまたお聞かせいただき

たいと思っております。 

 それでは、次に参ります。（２）の地域公共交通

活性化協議会についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。地域公共交通活性化協議会は、私はもう既に設

置されているものと思って、委員構成についてお尋

ねを考えていたのですが、まず最初にこの協議会が

設置されたのがいつなのか、それについて説明をお

願いいたしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域公共交通活性化協議会の

設置ということでございますけれども、初めに地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律というもの

が平成26年に制定されたところであります。地域公

共交通の活性化及び再生を一体的かつ効率的に推進

するために定められた法律でございまして、地域公

共交通の計画を策定することにより、少人数乗車の

車両での運行ですとか、地域住民の生活に必要な輸

送などを行うことが可能となっております。また、

計画の策定ですとか実証運行、運営に対する補助な

ど様々な財政支援も受けることが可能となるもので

ございます。地域公共交通計画の策定につきまして

は、地域公共交通活性化協議会を設置し、協議会の

構成員につきましては北海道運輸局札幌運輸支局で

すとか各道路管理者、警察、また交通関係者、町内
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会、商工会など多様な関係者で構成するというもの

でございまして、協議会の了承が必要となってきて

おります。令和２年度におきまして、赤平市に適し

た交通体系を検討するため、検討するに当たりまし

て各種バス等の乗降調査ですとかヒアリング、乗り

継ぎ環境、地域の実情などもっと具体的なデータを

収集いたしまして、また既存の公共交通の効率化や

利便性向上なども含め、総合的に判断する材料の整

理が必要でございます。議員の今言われました地域

公共交通活性化協議会の設置でございますけれど

も、今はまだ設置されておりませんで、令和２年度

の秋頃には設置したいというふうに考えております

ので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 この設置について

は、市長さんが昨年内の議会の中で正式に設置をす

ると、こういう公言された項目であります。けれど

も、今は設置されていない。設置されていないから、

協議会のメンバーも決められないと、こういうこと

で理解してよろしいですか。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域公共交通活性化協議会の

設置ということをこれまでもお話しさせていただい

ておりますけれども、準備の関係もございます。そ

して、前段のご質問の中でもございましたけれども、

計画の策定に当たりましては大体２年ぐらいが、ほ

かのまちによりますと、２年ぐらいかかるというふ

うに聞き及んでおります。そういったこともござい

まして、活性化協議会の設置ということについては

やはり各団体との調整等も必要となってきますの

で、昨年来申し上げましたけれども、新年度におい

て早急に立ち上げてまいりたいと考えてございま

す。ただ、今も申し上げましたとおり、調整等にも

かかるものですから、令和２年度の秋頃には設置を

してまいりたいと考えております 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 今設置から実施ま

で２年ぐらいの時間を要すという話と理解したので

すが、その前段の私の質問に対して大和市、袖ケ浦

市が何年ぐらいかかったのだといっても実際に資料

がないと。ちょっと今の答弁、担当者の答弁と市長

の答弁、どうも食い違いあるように思うのですが、

いかがなものでしょう。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 先ほど担当のほうで申し上げ

ましたのは、袖ケ浦市と大和市での部分については

まだ資料を今持ち合わせていないということなので

すけれども、ほかのまち等、今ちょっとどこのまち

ということではございませんけれども、大体は２年

程度かかっているというふうに認識してございま

す。そういった部分で今申し上げたところでござい

ます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 分かりました。２

年かかると。２年もかかるということは、早くやっ

ぱりやっておけばよかったのかなと思いもしないわ

けでもないのです。 

 それで、３番目の質問に参りますが、計画実行の

実施時期はいつ頃を想定しているのか、これについ

て、お答えをいただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 計画実行の実施時期はいつ頃

を想定しているのかということでございますけれど

も、先ほども答弁させていただきましたとおり、地

域公共交通計画を策定しなければ有償運行による規

制の緩和や財政的支援を受けることができません。

また、計画の策定につきましては、課題の整理と赤

平に適した交通を導き出さなければならないという

こともございますため協議を重ねていく必要があ

り、計画の策定、実証運行及び検証でございますけ

れども、どうしても令和３年になってしまいます。

令和２年度におきましては、各種調査も行いながら、

同時に既存の公共交通を担っていただいている各種

バスやタクシー事業者など協議会の設立に先立ち現

状の把握ですとか利便性の向上、連携できるものは

ないかなど協議も行ってまいりたいと思いますの
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で、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 地域公共交通活性

化協議会の設置は本年の秋頃と。そして、実施時期

は令和３年をとの答弁を頂きました。現在赤平市に

は、高齢者や身体に障がいのある方、この方々が通

院に苦労されたり、それから買物に行けず困ってい

る、あるいは自動車運転免許証の返納により外出が

ままならないと、こういった方々いる中で、多くの

市民がおられます。この問題は、既に私ども昨年、

以前からもこの問題について要請をしてきたつもり

でありますけれども、どうか早急にスピード感を持

って実施されることを期待いたしますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

 次の質問に移ります。３番目、地域医療について

お尋ねをいたします。地域医療の充実は、赤平市民

の重要度３番目であり、市民の期待も大であります。

施政方針の中では赤平市立病院の医師、看護師及び

医療技術者の人的体制や設備の充実を図るとのこと

ですが、具体的にどのような人的体制、あるいは設

備の充実を考えておられるのか、お聞きいたしたい

と思います。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市立病院の体制の充実を図る

ことについてのご質問でございますけれども、これ

までにも述べておりましたとおり、まずは医師の確

保、とりわけ内科医の確保が急務であり、このこと

に全力を傾けてまいりたいと考えております。内科

医の確保は以前にも議員よりご質問いただいており

ますが、現在休止している午後の予約外の診療の再

開をはじめ救急医療の維持など、診療体制の充実は

もとより、当院、病院事業全般に影響を及ぼすもの

であり、最優先課題として取り組んでまいります。

また、看護師においては現在非正規職員の募集を随

時行っているところであり、新年度からは会計年度

任用職員として、また医療技術者においても特に臨

床検査技師の退職者の補充を行うなどよりよい人材

を求めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 一方、設備等の充実において、医療機器などにつ

いてでありますが、このたび一般エックス線撮影装

置の更新並びに一般エックス線間接変換ＦＰＤ装置

の予算案を提出させていただいているところであり

ます。これらの基金においては、より高精細な画像

を得ることができ、何より撮影時間の短縮、被曝の

低減、小児科の撮影にも対応しやすくなるなどの効

果も期待するものであり、今後におきましても可能

な限りそれぞれ更新のタイミングを迎える医療機器

や患者の利便性や安全性向上につながるものにつき

ましては随時検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 今人的体制の充実

について内科医師の確保が最優先ということで、こ

こに全力を傾ける、また看護師の募集や検査技師の

補充もという話でございましたので、理解をいたし

ました。設備についても一般のエックス線撮影装置

関係の更新などするということでございますので、

ひとつよろしくお願いをいたしたいと思っていま

す。 

 次、２の訪問診療、訪問看護についてお尋ねをい

たしたいと思います。在宅医療・健診センターにお

ける訪問診療、訪問看護の充実を図るとのことです

が、現在のスタッフ数でどの程度の訪問診療、訪問

看護を考えておられるかお聞きいたしたいと思いま

す。参考までに平成13年当時、あかびら市立病院が

訪問診療をしていた患者数は約38名であります。そ

ういうことで、このたびの充実については、人数ま

では申しませんが、どの程度のことを考えているの

かお聞かせいただきたいと思っております。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 訪問診療、訪問看護の充実に

ついてでありますが、前段で述べております地域医

療連携室の体制強化として令和２年度から医療相談

員１名と看護師１名の増員を図ることとしており、

今後は入院調整はもとより、退院後の生活へ向けて
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の支援も重要となり、在宅での診療や看護の必要な

方が増えていくことも考えられております。現在ご

利用いただいている患者数でございますが、訪問診

療16名、訪問看護25名となっており、このような中

で在宅医療・健診センターにおいては健診などの予

防医療と併せて体制の充実も期待され、多くの事例

ではないものの、これまでにも在宅医療を希望され

る患者の中には夜間においても看護師などの対応を

必要とするケースもあり、今後はそのような事態も

想定しながら体制を構築していくことも必要である

と考えております。また、先ほども述べましたとお

りでありますが、内科医を充実させることで医師に

よる訪問診療、特に施設への回診につきましてもこ

れまで以上に入所されている方々に診療を行えるよ

う、新たに医師が確保できた際には他の体制整備と

併せて順次検討してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 スタッフを増員を

図り実施をすると、こういうことでございますが、

今赤平には高齢者の使用されている施設がありま

す。今後の回診も嘱託医か、これ義務制になってお

りますので、やっぱりなかなか赤平市の市立病院の

お医者さんの数からいうと非常に厳しいものがある

と。そういう意味で医師の確保が急務であると、こ

れについては理解をいたしましたが、施設利用者や、

あるいは市内の高齢者に対する訪問診療、訪問看護

については充実を期待いたしたいと思います。 

 このたびの地域医療についてあかびら市立病院の

人的体制や設備の充実についてお聞きいたしました

が、おおむね理解をいたしました。しかし、今あか

びら市立病院で求められているのは、市民の不安に

応えられる医療をすることだと思います。いろいろ

と市民の間から市立病院に対する苦情とは言いませ

んが、聞きますが、市長さんは市立病院の開設者で

す。最高責任者です。そういう意味で、市立病院の

医師をはじめとする病院職員としっかりと意見交換

をして、市民から安心して選ばれる病院になれるよ

う努力すべきでないかと思いますが、いかがなもの

でしょうか。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当然、今議員のおっしゃって

いたとおり、病院の医療スタッフとはこれまで同様

意見交換しながら連携して取り組んでまいりたいと

考えております。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 ぜひ市民の思いと、

それから実施している病院とのギャップがないよう

に市長さんがその辺をしっかりとまとめていただけ

ればと思います。 

 次に移ります。４番目の健康づくりの推進につい

てお尋ねをいたします。健康づくりの推進として生

活習慣病対策、心の健康対策、栄養、食生活対策、

身体活動、運動対策、喫煙と飲酒対策、歯、口腔対

策の６分野の保健活動に取り組み、健康寿命の延伸

に努めるとのことですが、目標年齢を何歳としてい

るのか、お聞きいたしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 健康寿命の延伸は、市民が生

涯を通じて健やかに生き生きと暮らしていくことに

結びつく重要なことでございます。平成29年北海道

健康増進計画すこやか北海道21中間評価に公表さ

れました赤平市の健康寿命でございますが、男性

74.1歳、女性81.7歳と男女ともに北海道市町村の平

均値より低く、特に男性が低い値でございました。

健康寿命の目標でございますけれども、国や道にお

いても健康寿命がどのくらい伸びるのかということ

を推定するためのエビデンスが存在せず、現在まで

明確な健康寿命の数値目標は示されておりませんで

した。しかし、昨年３月に厚生労働省の有識者研究

会で令和22年までに健康寿命を３年以上延伸する

とした目標が提案されておりますので、長期間の取

組とはなりますが、当市におきましてもそれらを参

考にしながら、健康寿命の延伸に取り組んでまいり

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 
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〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま赤平市に

おける平均寿命、健康寿命の説明ありましたが、健

康寿命については女性は約３歳未満、男性は１歳未

満と非常に短いのでありますが、問題なのはむしろ

赤平市における平均寿命のほうが大事でないかと、

このように感じるところでもございます。特に男性

ですが、平均寿命が75.1歳、健康寿命が74.14歳、そ

の年齢差は0.96歳です。いわゆる１年未満です。健

康寿命を延ばすのは大事なのですが、赤平市にとっ

てはむしろ平均寿命を延ばすことのほうが大事でな

いかと、このように考えているわけで、特に赤平に

おいては健康寿命の延伸だけにこだわらず、平均寿

命を延ばすことも意識しなければならないと、この

ように思いますが、実務に詳しい担当課長よりこれ

についてご答弁をお願いいたしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） まず、議員がお

っしゃるように、健康寿命の延ばすにはまずは平均

寿命を延ばす取組も重要と認識しております。赤平

の平均寿命は、全国、全道平均に近づいてはきてい

ますが、いまだ男性は約２歳短い状況となっており

ます。そのために若い頃からの生活習慣病の予防、

喫煙や栄養、運動など生活習慣の改善に引き続き取

り組むとともに、高齢者の方ができるだけ自立した

生活を続けられるよう介護予防に取り組み、平均寿

命、健康寿命ともに延伸していくよう努めてまいり

ます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ました。健康寿命をできる限り平均寿命に近づける

ことは、医療費、あるいは介護費といったものの節

約にもつながります。何よりも人生の質を高め、幸

せな人生を送れると、こう言われております。ぜひ

赤平市の市民の平均寿命及び健康寿命も延ばしてい

ただくよう期待をいたしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に参ります。５番目、健全な行政運営について

お尋ねを申し上げます。事務作業においてパソコン

を利用し、業務の自動化できるソフトウエアロボッ

ト、ＲＰＡの活用し、庁内業務の迅速化、効率化に

ついて調査研究を進めるとのことでございますが、

どのような業務に対応し、どのような効果が見込ま

れるかご説明をお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 健全な行財政の運営について

でございますけれども、ＲＰＡはロボットと呼ばれ

るソフトウエアによりまして従来手作業で処理され

ておりましたパソコン業務を自動で行うものでござ

いまして、近年民間などでも急速に普及が進んでい

る事務改善手法でございまして、国におきましても

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0時代に向けた取組として地方行

政における積極的な利活用を促しているところでご

ざいます。ＲＰＡの活用による庁内業務の迅速化、

効率化の調査研究につきまして、本市においては先

進自治体での実施状況と成果を調査しつつ効果を見

込むことが可能と判断し、新年度予算に計上したと

ころであります。ＲＰＡの対象となる業務の洗い出

しから環境構築、ロボットの調整、運用まで専門業

者に委託する自治体が多い中、本市では中核となり

ますロボット、職員による内製が可能なソフトウエ

アを採用することにより一般職員による利用推進な

ど、後々の展開を柔軟なものとし、併せて費用が圧

縮されると考えております。令和２年度におきまし

ては、内製化の第１段階として必要最小限の設備に

必要なライセンス費用を計上し、情報管理担当部署

で１年間まず財務会計システムでの支出伝票処理の

自動化を目標として取り組むこととしております。

その後段階的に対象となる業務を拡大することを検

討してまいりますが、実証実験の結果による部分も

多くなると予想されることから、最終的にどの程度

の業務までＲＰＡ化が可能となるのか、またそれに

よる効果がどの程度見込まれるのかなどの具体的な

ものは現段階で明確にお示しできないものと考えて

おります。いずれにいたしましても、ＲＰＡをはじ

め事務改善の不断の取組は持続可能な地方自治に必

要不可欠なものと考えておりますので、ご理解のほ
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どよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 事務改善の取組と

してＲＰＡの導入による対応業務が簡素化して、自

動化すると。そういう意味では理解をいたしますが、

今年度は財務会計システムの支出伝票処理のみで、

費用についても最小限とのことでございますけれど

も、今後対応業務が増えてきたときには費用もかさ

むのかどうか、これについて説明をいただきたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＲＰＡの導入によります効果

につきましては先ほど申し上げたとおりでございま

すけれども、このたびの予算でいきますと100万円

に満たない金額だったというふうに記憶してござい

ますが、通常私も把握しているところではかなり高

額な金額ということは聞き及んではおります。例え

ばでございますけれども、１台200万円とかのもの

もあるというふうに聞いております。また、先ほど

も説明申し上げましたけれども、委託業者に任せま

すと、つまりＲＰＡというのはプログラムではある

のですけれども、プログラミングというよりかは一

般的にはシナリオをつくるというふうになっており

ます。例えば人間がマウス操作をする、そしてキー

ボード操作をするという、人間がコンピューター処

理の下請作業をやっているというのが今の現状では

ありますし、コンピューターが導入になることによ

ってそれら人間がどうしてもやらなければならない

もの、例えば入力ですとか、そういったものが挙げ

られると思います。ですので、そういったところに

今ＲＰＡ化というものを図ってまいりたい。通常で

いきますと、クラスワンからクラススリーまでＲＰ

Ａというのはございますけれども、クラスワン、こ

れが今申し上げました人間がキーボードなり、マウ

ス操作をしているというのがクラスワンというふう

に言われていると思います。ただ、クラスワンの上

になりますとクラスツー、クラススリーというふう

になりますので、まだそこまではいっておりません

し、内製化というふうになればそこまではなかなか

到達するのは、現状の職員の技術的なものもござい

ますけれども、難しいものと考えております。今後

のかかる費用については、先ほど申し上げました

200万とかというものは例えば１台当たりとしては

想定はしておりませんけれども、増えていくとしま

したら、今は１台の想定ではいるのですけれども、

これが例えば担当各課に配備というふうになってき

ますと、また金額的には当然増えてくるのではない

のかなというふうに考えております。ただ、規模が

どういうふうになるのかによっても変わってくると

いうふうに把握しております。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 おおむね分かりま

した。現在は１つの業務、財務会計のシステムの伝

票処理だけと。これで100万足らずの金額ですけれ

ども、これをどんどん増やしていけば多分そう安い

お金でできないだろうと、このように思っています

が、いずれにしてもこの効果が今のところはっきり

分からない。だけれども、そういう自動化でできる

得た効果は多分大きなものがあるであろうと思って

おりますので、ぜひすばらしい効果を期待をしてい

ますし、時々この効果についてお聞きいたしたいと

思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 次に参ります。２、教育行政執行方針について、

１、教職員の働き方についてお尋ねをいたします。

教職員の働き方について、教職員の長時間勤務に対

応して赤平市立学校における業務改善計画に基づき

本来担うべき業務に専念できる環境整備の一つとし

て校務支援システムの導入を目指すと。具体的に説

明をお願いいたしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 校務支援システムについ

てお答えをいたします。 

 学校には出席簿をはじめ通知表、指導要録等、個

別に作成しなければならないものがあり、クラスの

人数分が必要となるためかなりな数となります。こ
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の事務量が少しでも軽減できれば、本来担うべき業

務に専念できる時間がそれだけ増えることにつなが

ります。校務支援システムは、作成したデータをデ

ータベースに保存することにより必要なデータを必

要な分だけ転送して、通知表等に反映させることに

なるため、それぞれの様式を作成しておくことで事

務的時間を節約できる仕組みです。また、職員の勤

務時間の適切な管理につながる個別の勤務時間記録

と集計の機能を選択することができるため、管理職

の立場でも働き方改革の取組には欠かせないシステ

ムでもあります。このシステムは、高度にプログラ

ムされたものとなるため、それに見合った初期費用、

初期設定費用及び月額使用料金がかかることとなり

ます。令和２年度は、基本的な機能の導入にとどま

りますが、働き方改革に結びつくために追加の機能

が必要不可欠です。どのような機能を選択するかに

よって経費が異なってくるため、必要な機能はどれ

なのかをしっかりと情報収集しながら、本格的な導

入に向けて学校現場と情報交流をしてまいりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。今ほどの説明で赤平市立学校における

業務改善計画でいう本来担うべきでない業務以外の

業務って一体どういうものがあるのだろうかと。そ

ういうものがあるからこそ長時間勤務になっている

のだと思いますけれども、実際に担う必要のない業

務って相当あると思いますが、これはいかがでしょ

う。どんなものありますか。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 一番時間が取られるとい

いますと、部活動などです。結構真剣にやられてい

るお子様もいらっしゃいますので、そういう場所で

取られているということになります。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 私も多分その辺だ

ろうと思っているのです。ただ、前にも私も何回か

質問させていただきましたけれども、各学校単位で

１つの部を形成できないような少人数になっている

ので、学校の単位でない形で、部活というのはあく

まで学校の行事なのです、これは。学校にある部の

活動なのです。ですから、これが教師の業務に大き

く負担があるというのであれば、これは考えなけれ

ばならぬという話は前々から言っている話なので

す。実際にこの校務支援システムを使って、導入し

て、部活も対応できるのかというのがもちろん聞き

たいぐらいなのです。どの程度校務システムで長時

間の解消できるのか、その辺の見通しはいかがです

か。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 他市町村に聞いたのです

けれども、この校務新システムによって…… 

〇議長（若山武信君） 教育長、もう少しマイクに

合わせて。 

〇教育長（高橋雅明君） 校務支援システムによっ

て出席簿や通知表、指導要録等は結構覚えるとすご

く簡単にできると。ただ引っ張ってくればいいだけ

ですので。ただ、それによって何分とかいうのはち

ょっと聞いてはいなかったのですけれども、とにか

く時間はかなり短縮できるということは聞いており

ます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 教職員の先生方も

勤務時間というのはちゃんと決まっているわけで

す。これを導入することで本来担うべき仕事が全部

消化できると思うのです。そうでなければ、このこ

とを入れる意味がないと感じています。どのぐらい

の、詳しい時間数は分からないということですけれ

ども、いずれにしてもこれは一つ働き方の改革です

から、導入するについては何ら異論を唱えるもので

ありませんけれども、しかし目に見える効果という

ものを期待したいと思っています。非常に大変でし

ょうけれども、ひとつよろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

 以上で私の質問全て終わらせていただきました。
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今回の市政執行方針、あるいは教育行政執行方針に

つきましては、やはり昨年市長さんが市民にお約束

したアンケートをベースにしてつくられたものと私

は思っておりますけれども、そういう形の中で今回

質問させていただきましたけれども、この裏づけは

これから開催される、予算審査特別委員会でもって

ゆっくり、じっくりと審査をしていきたいと、この

ように思っていますので、どうぞよろしくお願い申

し上げまして、質問を終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５２分 休 憩） 

                       

（午前１１時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 まず、冒頭、北市議員のほうからの質問の中に地

域公共交通についての１の（１）、地域公共交通先

進事例視察を行った結果についての資料が先ほどち

ょっとそろっていなかったということでしたので、

今資料が出てきたようですので、企画課長のほうか

ら答弁お願いいたします。企画課長。 

〇企画課長（林伸樹君） 先ほどの北市議員の各市

のほうの運行に至るまでの年数はどのぐらいかかっ

たのかというご質問のところだったのですが、大和

市につきましては当初は平成23年に地域住民によ

る、皆さんでお金を出し合って無償運行したという

のが23年に始まりまして、それを継続していく上で

平成31年にバス事業者が運転業務ということで入

ったという経過でございます。 

 また、袖ケ浦市につきましては、平成15年にコミ

ュニティバスを運行をして、平成22年に乗り合いタ

クシーの検証、実証運行をしていたのですが、そこ

の部分で平成25年に現在の形の無償運行に切り替

えたということでございます。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） それでは、ただいまの件に

ついて後ほどもしあれば北市議員と直接個人的な質

疑にしていただきたいと思います。 

 それでは、質問順序２、議席番号８番、伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 民主クラブを代

表し、通告に従いまして質問いたしますので、答弁

のほどをよろしくお願いいたします。 

 件名１、市政執行方針について、項目１、公共交

通について、前者の同僚議員が質問しておりますけ

れども、前者の質問議員の（３）と多少同じような

ところがあると思いますけれども、答弁をよろしく

お願いいたします。 

 公共交通問題については、この数年何度も質問さ

せていただき、何人もの同僚議員からもその必要性

や要望などがありました。一向に進展がなかったと

思っております。市民の要望があったにもかかわら

ず、全く取組をされてきていませんでした。しかし、

昨年畠山市政が誕生し、市民アンケートによる公共

交通の必要性は確固たるものとなったと思います。

このたびの市政執行方針演説で、高齢者等移動に支

援を要する人の通院や買物を支援するため課題の整

理及び今後の計画策定の方向性を検討するため、令

和２年度において新たに必要な現況把握や利用者ア

ンケート等を実施し、新たな地域公共交通の在り方

について検討を進めてまいりますと明言されており

ます。市民が待ち望んでいたことがやっと実現する

ことになると思っております。しかし、今現在市内

各地におきましては商店が次々と閉店し、買物難民

と言われる方々が増え、ますます不便な状況になっ

ております。高齢化が進む中、バス停や駅までの距

離が長い移動困難者は、日に日に増加しております。

ですから、市民は一日も早い公共交通の実現を願っ

ております。新たな公共交通を運行するためには、

実証運行も必要となり、そのためには、先ほども答

弁しておりましたけれども、北海道運輸局札幌運輸

支局や国道、道道、市道の道路管理者、警察、ＪＲ、

バス、タクシーなどの交通関係者、町内会、商工会

などで構成する地域公共交通活性化協議会を設置

し、協議を行い、札幌運輸支局に届出をしなければ

運行ができないということで、同僚議員の質問によ
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り２年程度の期間を要すると答弁がありましたけれ

ども、もう少し早く取りかかることができないのか

お伺いをいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 公共交通に関してもう少し早

く取りかかりができないのかということでございま

すけれども、これまでも各議員の皆様方から、また

住民懇談会や市民アンケート、このたびの総合計画

策定におきましても地域公共交通につきましては様

々なご意見を頂いているところでございます。私も

喫緊の課題であると答弁をさせていただき、認識を

しているところであり、令和２年度において予算計

上させていただいたところでございます。しかしな

がら、すぐに解決できる問題かと申しますと、赤平

市に適した公共交通を導き出すためにはもう少しお

時間を頂きたいという問題でもございます。先ほど

も答弁させていただきましたが、地域の実情や既存

公共交通の利用状況等もしっかりと把握する必要も

ございますし、地域公共交通計画は令和３年に策定

となりますけれども、令和２年度において既存の公

共交通を担っていただいている各種バスですとかタ

クシー事業者など、協議会の設立に先立ち利便性の

向上や連携できるものはないかなど協議も行ってま

いりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま住民懇

談会や市民アンケート、このたびの総合計画策定に

おいても地域公共交通については喫緊の課題と認識

をしていると答弁をいただきました。地域公共交通

計画は、令和３年の策定となるということであり、

本格的な運行は２年後の令和４年になると、そのよ

うに思っております。現在買物難民と言われる方々

も多数発生している状況であり、公共交通の整備を

急がなくてはならないと思っております。交通シス

テムが充実することにより誰もが気軽に外出がで

き、そのことで個々の生活の質が上がり、地域の活

性化にもつながっていくと思います。実証運行まで

時間を要すると思いますけれども、地域公共交通活

性化協議会を設置し、協議を行う前に本年度中に既

存の公共交通を担っていただいている各種バスやタ

クシー事業者などの公共交通関係者と協議をし、一

日も早い本格運行に向け、取組をお願いしたいと思

います。 

 この質問はこれで終わります。 

 続きまして、項目２、除雪問題について、除雪問

題につきましては毎年多くの声が上がっており、特

に生活道路として利用している私道の除排雪につき

ましては地域住民から何年もの間要望されてきたと

ころでございます。高齢化により除雪が困難になっ

たとの住民の声も多く、各町内会からも市内に多数

存在する私道の除雪についての要望も多くなってお

りました。しかし、その取組は大変難しく、実現す

ることができずに現在に至っていると思います。こ

のたび私用地であるが、生活道路として利用されて

おり、冬季間においても通行の確保が必要な生活道

路について一定の基準を設け、新たに除排雪を行っ

てまいりますと明言され、予算化されております。

実現困難と思っていた私道の除排雪につきまして、

地域住民の声に応えた政策であると思います。事業

化に当たりもう調査されていると思いますが、該当

基準はどのようになっているのか、また該当路線は

どの程度あるのかをお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 生活道路として利用している

私道の除雪につきましては、これまで様々な状況か

ら実現には至りませんでした。しかし、地域住民や

町内会からは高齢化により除雪作業が困難となって

いるという要望に対しまして、私道除雪も必要なこ

と把握をしております。そこで、このたび赤平市と

して対応できる方法がないか、現地の除雪状況を含

め調査を行い、検討をいたしました。その結果、生

活道路に面する専用住宅で受益者戸数４戸以上、幅

員がおおむね４メートル以上であること、または公

道と公道を結ぶ生活道路であることなどを条件とす

ることとして判断したところであります。この条件

において該当すると思われるところは、二十数路線
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であると見込んでおります。また、除排雪に入る私

道につきましては、除雪希望調書を受益者の代表者

に提出していただき、現地審査を行った結果決定し

ていくことを検討しているところであります。今後

この条件を精査するため対象となります町内会等に

対し聞き取りや協議を行わせていただき、令和２年

度からこの施策について実施してまいりますので、

ご理解いただきたくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま基準が

受益者戸数４戸以上、幅員がおおむね４メートル以

上あること、公道と公道を結ぶ生活道路であること、

そしてこの条件に該当すると思われるところは二十

数路線あるという答弁を頂きました。この取組はほ

かの自治体でもやっているところあると思うのです

が、僅かであって、該当基準も赤平市より厳しいも

のとなっております。市長の暮らしに身近な政策を

優先するという考えに基づいた市民のための政策で

あると思います。今後受益者や以前から要望があっ

た町内会等に対して聞き取り及び協議を行い、精査

して進めていくとのことですが、除雪に関しまして

はそれぞれの生活状況、それぞれに違った課題や要

望があると思いますので、市民の声により一層耳を

傾け、対応をお願いしたいと思っております。 

 次の質問に参ります。項目３、防災体制の充実に

ついて、当市では赤平市地域防災計画に基づき広報、

啓発活動の推進や洪水、土砂災害危険箇所の周知徹

底、防災訓練の実施等を通じ公助に加え、自助、共

助による地域の防災力の向上を図り、備蓄整備計画

に基づき災害時に必要な資機材、食料等の備蓄を計

画的に進めてまいりますとのことですが、近年自然

災害が多数発生しており、避難所生活を強いられる

頻度は増えております。赤平市におきましても多数

の人が避難するような甚大な災害は起きていません

が、自然災害はいつ起きるか分かりません。万全の

備えが必要であると思います。最近では、新型コロ

ナウイルスの拡大により危機的状況に陥っていま

す。また、インフルエンザ等の流行もあります。も

しこのようなときに自然災害が発生し、避難所を使

用しなければならなくなったときの感染症対策も極

めて重要であると思います。赤平市では食料品、飲

料水、毛布、保温マット、保温シート、テントの備

蓄があると承知しておりますが、避難所等での感染

防止対策のための備蓄品としてマスク等は整備され

ているのでしょうか。お伺いをいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 防災体制の充実についてお答

えさせていただきます。 

 防災備蓄品等につきましては、備蓄整備計画に基

づき整備しておりますが、現在の備蓄計画において

は避難所等での避難所生活用品や飲料水、食料を中

心に整備しているところであり、本市の防災備蓄と

してマスクや消毒液は備蓄していない状況にありま

す。しかしながら、議員ご指摘の避難所での感染症

対策備蓄品の整備につきましても、避難所を開設し

た際、インフルエンザ等の感染症対策や災害発生後

の粉じん対策などでの利用が想定されますことか

ら、今後は防災対策や様々な事案も考慮の上、マス

クや消毒液等の備蓄品についても保管場所の選定や

管理の方法、防災対策上必要な数量の算定などを行

い、備蓄を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 これは要望なの

ですけれども、ただいまの答弁でマスク、消毒液は

備蓄していないということでした。今回たまたま新

型コロナウイルスによる感染症が拡大し、マスク、

消毒液の不足により入手困難となる事態が発生しま

した。日本政府でも準備ができない中、近隣の自治

体の中には備蓄をしているところがあり、住民に配

布したとの報道もありました。感染症の拡大という

ことであり、災害ではありませんが、今後想定外な

ことがいつ起こるか分かりませんので、最低限の準

備は必要と思われます。答弁では、避難所のインフ

ルエンザ等の感染症対策や災害発生後の粉じん対策

などでの利用が想定されるため、マスクや消毒液等

の備蓄を進めるとのことですので、ぜひお願いした
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いと思っております。また、防災備蓄品については

いま一度検証して、必要なものがないかを再度確認

していただきますようお願いをいたします。 

 続きまして、次の質問で、項目４、ＡＫＡＢＩＲ

Ａベースについてを質問いたします。ＡＫＡＢＩＲ

Ａベースは、地方創生交付金により平成27年６月よ

りモデル事業として赤平市特産品推進協議会に業務

委託をし、赤平の特産品の販売、ＰＲ、情報発信等

を行ってきております。間もなく５年目が終わり、

今年度も事業継続し、商品の内容、農業者の関わり、

ＰＲ、店舗の運営方法など将来的な運営方法を検討

していくとのことであります。以前にもＡＫＡＢＩ

ＲＡベースについては質問をさせていただきまし

た。また、昨年も私のほかにも各議員からＡＫＡＢ

ＩＲＡベースについての質問があり、その中で情報

発信基地としてのＰＲの仕方や費用対効果について

指摘があったと思います。市内への流入人口につい

ても把握し切れていない、冬場の来場者数が少ない

等の課題もありました。今後の方向性については、

実績や検証を踏まえた中で各関係機関と協議、検証

していくと答弁されていたと思います。今後の運営

方法については、５年目を節目とし、行政の関わり

方や特産品推進協議会への業務委託の在り方につい

ても協議していくべきではないかと思いますが、お

考えをお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＡＫＡＢＩＲＡベースについ

てお答えさせていただきます。 

 平成27年６月28日に赤平市の観光情報の提供と

特産品ＰＲのためオープンしてから５年が経過し、

昨年12月には来場者20万人となり、赤平市しごと・

ひと・まち創生総合戦略のＫＰＩ指標値、15万人を

超え、年間約４万人の方々に赤平を知っていただく

ことができたところでございます。令和元年度はゴ

ールデンウイークのイベント、ソフトクリームのト

ッピング無料キャンペーンなどを行いまして、期間

限定ではありますが、トマトカレーパンの販売、Ｊ

Ａ女性部によるワンコインランチなど新たなイベン

トも実施したほか、スタッフの研修も数回行い、店

舗の内装や商品のレイアウト、また今後の在り方に

ついても検討してきたところでございます。地元農

家の農作物等につきましてもＡコープあかびら店の

閉店により市内での野菜を販売する店舗が減少して

きていることからも販売スペースの拡大や朝市など

イベントの回数、時間等を検討し、情報発信として

だけではなく、市民の方々にももっと多くのご利用

をいただけるよう工夫してまいります。また、若い

農業者や意欲のある農家の方々が様々な品種の野菜

や新しい加工品をＡＫＡＢＩＲＡベースで販売する

ことにより、直接消費者の意見も聞くことができる

ため、意欲的に試作品の開発に取り組んでいるとこ

ろでございます。毎月の新鮮野菜販売イベントに軽

トラ朝市や盆花の販売、とうきび屋台は定着イベン

トとなっており、集客効果も高めております。また、

赤平出身のタレントでもある鈴井貴之氏の番組が始

まりまして、道内、道外でも人気が高く、口コミな

どによる今後の集客も期待できるところでございま

す。今後におきましてもこれまで好評であります毎

月のイベントを継続し、季節ごとにレイアウトや商

品の内容の見直しをするなど、販売スタッフや地元

農家の方々、特産品推進協議会と協議を行いながら、

地元農家の新鮮野菜や特産品、地元産のパンやお菓

子など赤平の情報発信基地として、また市街地への

流入の拠点となるように努めてまいりますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ＡＫＡＢＩＲＡ

ベースにつきましては、確かにオープンしてから間

もなく５年が経過しますが、昨年12月には来場者20

万人を超えたということで新聞でも報道されてお

り、私もそのことは承知しております。赤平市しご

と・ひと・まち総合戦略のＫＰＩも15万人は達成し

ております。しかしながら、その20万人のうち当市

への流入人口は何人だったのか。また、どれぐらい

の経済効果があったのかは全く検証できていなく、

費用対効果も分からない状態であると思います。し
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つこいようですけれども、イベントの充実、継続、

特産品の販売、ＰＲなどさらなる情報発信基地とし

て活用を継続していくとのことですけれども、５年

を迎え、そろそろ行政の関わり方についても検討す

る時期ではないかと思っております。20万人の来場

者がおりますし、今後様々な新しいイベントの取組

や商品の充実等、前向きな姿勢が今の答弁から見え

ておりますので、市の関わりを縮小した上で特産品

推進協議会に移行しても運営は可能なのではないか

と思いますが、どうでしょうか。この質問に対して

は、後々の予算審査、あるいは総括でさらにやって

いきたいと思いますので、今はこのことだけを申し

上げて、この質問を終わります。 

 続きまして、件名２、教育行政執行方針について、

項目１、不登校対策について、平成30年度の不登校

の児童生徒数が16万人を超え、全国的に増加傾向に

あります。小学生は４万4,841人で前年より28％増

加しており、中学生は11万9,687人で9.8％の増加と

なっております。小学生の不登校児童数の増加率が

28％とちょっと気になりますけれども、人数的には

中学生の不登校生徒がかなり多い状態であります。

その原因として、学校生活においてはいじめ、学業

不振と考えられ、そのほか家庭環境によるものなど

様々なものがあります。当市においても同様の傾向

が見られているようですが、不登校児童生徒数は何

人いるのでしょうか。また、その不登校傾向の児童

生徒数について、段階的な解消に向け具体的な対応

を継続して実施しているとのことですが、どのよう

なことを行っているのか。適応指導教室設置やスク

ールソーシャルワーカーの配置等、不登校傾向への

対応策の拡充について検討するとのことですけれど

も、今後の考え方についてお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 不登校対策についてお答

えをいたします。 

 本年度における年間30日以上の欠席で不登校と

される児童は10名、生徒は７名おり、教育委員会と

しましては、増加傾向にあると認識しております。

不登校となった理由は様々で、周りの目が気になり、

集団の中で生活ができない、いじめではないが、人

間関係のトラブルで学校へ行きたくない、病弱のた

め学校へ行けないなどであり、一人一人の状況に応

じた対応、支援が必要と考えます。学校現場では、

毎週担任が不登校児童生徒の家庭を訪問し、本人及

び保護者と面談を行うとともに、学校の相談室など

における道派遣のスクールカウンセラーとの面談な

どにより登校へと導いているところです。 

 次に、不登校傾向への対応策の拡充についてであ

りますが、家庭環境についてのヒアリング、保護者

に経済状況、社会保障、生活保護などの相談、教職

員や関係機関との連携を主な仕事とし、悩みを抱え

ている児童生徒を取り巻く周りの環境を整える役割

を担うスクールソーシャルワーカーの配置について

同事業の活用を含め検討してまいります。また、適

応指導教室につきましては、滝川市と協定を結び、

滝川市の適応指導教室が利用できる環境にあります

が、現在数名の児童生徒が公立、または民間の適応

指導教室に通っておりますことから、本市での設置

に向け、人材の確保、ニーズの把握など調査研究し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で当市の不登校とされる児童数は10名、生徒数は７

名いるということが分かりました。令和元年度５月

の児童数が307名ですので、割合にすると、小学生、

児童数が3.2％です。生徒数は159名ですので、4.4

％ということになっていると思います。この結果か

らも当市においても中学生の不登校生徒が多い状態

であることが分かると思います。対応策として、毎

週担任が不登校の児童生徒の家庭を訪問し、本人及

び保護者と面談を行うとともに、学校の相談室など

における道派遣のスクールカウンセラーとの面談に

より登校へと導いているとのことですが、スクール

カウンセラーについては月に二、三回の派遣だと聞

いております。不登校とされる児童生徒が17名もお
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り、全ての児童生徒にスクールカウンセラーが関わ

ることは時間的に非常に難しい状況であると思って

おります。不登校対策には月二、三回の派遣では十

分な対応ができないのではないかと思いますので、

スクールカウンセラーにつきましては赤平市に配置

することも考えていくべきであると思います。また、

さらなる対応のため適応指導教室の設置やスクール

ソーシャルワーカーの配置等不登校傾向への対応策

への拡充について検討すると答弁されております。

適応指導教室につきましては、滝川市まで通ってい

るとのことですので、保護者の送迎負担もあります

ことから、ぜひ当市での設置を検討していただきた

いと、このように思っております。また、スクール

ソーシャルワーカーにつきましては、不登校児童生

徒の取り巻く環境は様々で、複雑に絡み合っており、

教職員の対応も非常に難しくなってきていることか

ら、スクールカウンセラー同様に赤平市に配置する

ことを前向きに進めていただきたいと思います。こ

のことを要望して、この質問は終わらさせていただ

きます。 

 項目２、これはちょっと前者の同僚議員とかぶる

ところがあると思いますが、答弁のほどよろしくお

願いいたします。現在全国の小学校教員の１日の平

均勤務時間は11時間15分、中学校教員の平均勤務時

間は11時間32分となっております。教員の勤務につ

いては、授業以外にも授業計画、資料の作成、テス

トの作成、採点、行事準備、職員研修などのほか、

生徒、保護者等の対応などがあり、さらに中学校に

おいては部活動が加わることにより長時間勤務を余

儀なくされていると思います。教職員の労働環境は

劣悪であり、ブラックと言われ、教職員になること

を希望する人も減少しております。また、健康被害

も発生し、心の病により休職している教員は全国で

5,000人を超えていると言われております。このよう

に教職員の長時間勤務については全国的に大きな問

題となっており、その対策として昨年の公立学校の

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特例

措置法が一部改正されました。しかし、教職員の業

務や勤務が縮減するわけではなく、時間を分散して

いるにすぎず、労働環境の抜本的な改善とは言い難

い内容であります。子供たちとしっかりと向き合い、

教育に専念する時間をつくることも難しく、子供の

教育の質を保障することも難しくなっております。

このたびの教育行政執行方針におきまして、教職員

の長時間勤務が顕在化していることから、赤平市立

学校における業務改善計画に基づき本来担うべき業

務に専念できる環境整備の一つとして校務支援シス

テムの導入を目指すとのことですが、導入の見通し

はあるのでしょうかと聞いても先ほど答弁いただい

たので、これは削除します。 

 導入によってどの程度長時間勤務が解消されるの

か、先ほどの答弁ではちょっと具体的なものが出て

いませんでしたので、あえて質問をいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 校務支援システムについ

てお答えをいたします。 

 校務支援システムは、作成したデータをデータベ

ースに保存することにより必要なデータを必要な分

だけ転送して通知表等に反映させることとなるた

め、それぞれの様式を作成しておくことで事務的時

間を節約できる仕組みです。令和２年度は、基本的

な機能の導入にとどまりますので、長時間勤務解消

に向けた支援システムの導入の効果はまだ道半ばの

状況となります。教職員の働き方改革の視点からは、

これまで事業等でＩＣＴ活用環境の整備や定時退勤

日の設定、学校閉庁日の設定等に取り組んでまいり

ました。支援システムの本格的な導入により公務の

時間節約効果が高まりますので、今後に向けまして

学校現場と情報を共有しながら校務支援システムの

追加機能について検討してまいりますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 伊藤議員。 

〇８番（伊藤新一君） 〔登壇〕 支援システムの

本格的導入により校務の時間節約効果が高まる、ま

た校務支援システムの追加機能について検討してま

いりますとのことです。各学校によりばらつきある
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と思います。先ほど答弁されていて、時間的には答

えるのは難しいと思いますけれども、そのこと私が

調べましたところ、校務支援システム、導入してい

るところで、道教委の資料データでは短縮できる時

間は年間約116.9時間、１日に換算すると29分の短

縮でしかありません。全国平均勤務時間からすると、

小学校教員の勤務時間が11時間15分から10時間45

分に、中学校教員の勤務時間は11時間32分から11

時間３分ということになり、校務支援システムの導

入だけでは長時間勤務の解消にはほど遠いものとな

っていると思います。システムの導入も一つの方法

ではありますけれども、小学校の専科教員の配置、

部活動の負担軽減、研修や会議など勤務時間外に行

わないなど、多岐にわたる膨大な業務量を少しでも

削減できるような取組を行っていかなければ長時間

勤務の解消は難しいと思われます。今後も学校現場

と情報を共有しながら校務支援システムだけでな

く、多方面にわたる対応をお願いし、これで私の全

ての質問を終わらさせていただきます。 

〇議長（若山武信君） 次に、質問順序３、議席番

号５番、五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告の質問に

入ります前に、現在猛威を振るっている新型コロナ

ウイルスによりまして北海道は緊急事態宣言が出さ

れ、罹患された方々、またお亡くなりになられまし

た方々に心よりお見舞いとお悔やみを申し上げたい

と思います。一日も早い終息を切に願ってやみませ

ん。 

 それでは、通告に従い、令和２年度の市政執行方

針並びに教育行政執行方針に対しまして、一般質問

をいたしますので、よろしくお願いいたします。件

名１、市政執行方針について伺います。項目１、第

６次赤平市総合計画案の人口規模について、要旨１

ですが、執行方針の序章に国立社会保障・人口問題

研究所の推計では令和12年で6,812人と推計されて

おり、当市は様々施策の推進により総合計画終了の

令和11年で7,357人にとどめることを目標に掲げら

れておりますが、定められた人口規模の根拠につい

て伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 第６次赤平市総合計画につき

ましては、現在策定作業を進めているところでござ

いますが、計画終了年に当たります令和11年の将来

目標人口を7,357人にした根拠はというご質問でご

ざいますが、将来目標人口につきましてはこれまで

幾つかのシミュレーションの中で検討させていただ

きました。議員がおっしゃるとおり、国立社会保障

・人口問題研究所、いわゆる社人研でございますが、

５年ごとに行われる国勢調査の年で推計しており、

2015年、平成27年での人口１万1,105人が2030年、

令和12年では6,812人と推計、公表されております。

私どもの設定した将来目標人口につきましてもベー

スとなるものは社人研の推計値でございまして、そ

こから総合計画並びに総合戦略の推進等による施策

効果を踏まえて本市独自の推計を行ったところでご

ざいます。赤平市の人口に影響が高いとされる社会

増減につきましては、赤平市の過去の実績から社人

研が設定した将来の社会減の想定を令和12年で30

％抑制するという目標の中で導き出された将来目標

人口でございます。結果、2025年、令和７年、社人

研推計8,114人に対しまして8,291人に抑制、2030

年、令和12年、社人研推計ですと6,812人に対し

7,124人に抑制することとなります。したがいまし

て、総合計画でいいますと令和元年10月の実績値

9,971人が計画終了年の令和11年では7,357人と定

めたところであります。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまのお

答え頂きまして、おおよそ理解いたしました。その

中で社人研が５年ごとに行われる国勢調査の年で推

計しているということで、2015年の人口は１万

1,105人、2030年には6,812人と推計して、公表され

ております。赤平市の過去の社会移動の実績から社

人研が設定した将来の社会減の想定を令和12年で

30％抑制するという考えから導き出されたと。将来

の目標人口は令和７年の社人研推計8,114人に対し
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て当市は8,291人に抑制して、令和12年で社人研推

計は6,812人に対して当市もさらに抑制して7,124人

になるとしております。第６次赤平市総合計画で、

昨年10月の実績値9,971人が計画終了年の令和11年

で7,357と定められたということで理解いたしまし

た。目標人口の達成は、総合計画と総合戦略の施策

を実行していくことで持続可能なまちづくりにも影

響を与えていくものでありますので、全力を尽くし

て取り組んでいっていただきたいと思います。 

 項目２の高校通学費等助成事業について伺いま

す。要旨１でございますけれども、健やかな暮らし

を共に支え合うまちにおいて、子育て支援の充実を

図る観点から高校通学助成事業に取り組まれてまい

りました。これまでの月5,000円の支給を7,000円に

拡充して、さらなる経済的負担の軽減に努めるとさ

れており、こうした取組については評価をさせてい

ただきますが、高校生の通学手段としてＪＲ利用及

びバス利用に分かれております。その料金体系は、

ＪＲでは１か月定期では赤平駅から滝川駅まで

8,000円、そして砂川駅までは１万110円、さらにバ

スでは滝川駅まで１か月２万250円、砂川駅までは

２万9,250円になっております。３か月、６か月定期

になりますと代金は１か月定期よりも安くはなりま

すが、そこでこのような料金体系の中で、2,000円拡

充の根拠は何を基準とされているのか伺いたいと思

います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市しごと・ひと・まち創

生総合戦略の施策の一つでございます本事業でござ

いますが、平成28年４月に条例を制定いたしまし

て、事業を開始しており、支給対象者からは好評を

頂いております。なお、この条例は赤平高校の閉校

に伴い市外の高校へ進学するしか選択肢がなくなり

ましたことから、新たな負担となる通学費等の一部

を助成し、進学、通学しやすい環境づくりを進める

とともに、高等学校、特別支援学校及び高等専門学

校に就学している生徒の通学費及びその他就学に伴

う経費の一部を助成するための支援金を交付し、保

護者の経済的負担を軽減することなどを目的として

制定いたしました。そこで、新年度からの増額の根

拠についてでありますが、物価の上昇、子育て支援

策の強化、保護者の増額していただきたいという要

望などを勘案いたしまして検討した結果、拡充する

こととしたところでございます。支援金の額はＪＲ

やバスの定期代を補える額ではありませんが、保護

者の経済的負担を軽減するとともに、当該生徒の健

全な育成の推進及び進学の奨励による教育の振興に

資すると考えておりますので、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまの答

弁で物価の上昇、子育て支援策の強化と保護者の増

額してもらいたいという要望などを勘案して検討し

てきた結果、拡充することとしたということであり

ますので、理解はいたしますけれども、部活などで

帰りが遅くなるとすれば、ＪＲのほうが料金として、

安価ではありますけれども、時間的に間に合わない

ので、経済的に苦しいけれども、子供の望む部活を

優先すればバス利用になるとの声もありますので、

今後さらなる検討も考慮していっていただきたいと

申し添えておきたいと思います。 

 項目３、第２期赤平市子ども・子育て支援計画に

ついて伺います。要旨に書いてありますように、出

産、子育て支援の充実において市内の全ての子供が

ひとしく質の高い教育、保育サービスを受けられる

環境の整備に努めるとされておりますけれども、幼

児教育、保育の無償化の実態調査において求められ

ていることは、質の高い教育では処遇の改善とスキ

ルアップであります。保育サービスでは、保育の質

の向上とゼロ歳から２歳児の無償化の拡大でありま

す。このような状況の中、当市の質の高い教育、保

育サービスについて具体的な取組のお考えについて

伺っておきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 質の高い教育、保育サービス

についての具体的な取組の考え方についてでござい
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ますが、これまでも平成27年度から令和元年度まで

の赤平市子ども・子育て支援計画に基づき市内の全

ての子供が等しく質の高い教育、保育サービスを受

けられる環境の整備に努めてまいりました。例えば

平成27年度からの保育所における開所時間を30分

繰り上げ、７時からとしたことや保育料の軽減につ

いても全ての階層において保育料を国基準の半額と

していたほか、国基準で第２子目半額、第３子以降

無料としていたものに対しまして第２子目以降無料

とさせていただいていたものに加え、令和元年10月

１日より実施された国による無償化においては、３

歳から５歳までの全ての児童とゼロ歳から２歳まで

の住民税非課税世帯の児童が対象となり、副食費に

ついても減免措置を行ってまいりました。第２期赤

平市子ども・子育て支援計画においても幼児期の教

育、保育は子供たちの生きる力の基礎や生涯にわた

る人格形成の基盤を培う極めて重要なものでありま

すから、今後につきましてはまずは十分な保育士の

確保を行うことにより現場で従事している保育士の

就業環境を改善するとともに、研修等の受講により

まして保育士一人一人のスキルアップを図ることで

全体での質の向上につながり、より質の高い教育、

保育サービスの提供にもつながるものと考えており

ます。また、ゼロ歳から２歳児の住民税非課税世帯

の第１子に対する無償化につきましては、前定例会

でもお答えいたしましたが、国の動向につきまして

注視してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいま答弁

頂きまして、幼児期の教育、保育は子供たちの生き

る力の基礎や生涯にわたる人格形成の基盤を養う極

めて重要なものとして、十分な保育士の確保と現場

での就業環境を改善して、研修等の受講で保育士の

スキルアップを図っていくということで、全体とし

て質の向上につながり、より質の高い教育、保育サ

ービスの提供にもつながるということでありますの

で、おおむね理解はいたしますが、保育士の業務の

効率化も大事ではないかと思っております。その考

えの一つとして情報通信技術、ＩＣＴを活用してい

くことも視野に入れて検討すべきと申し添えておき

ます。 

 項目４、認知症対策の推進について伺います。65

歳以上の５人に１人が認知症になるとされる2025

年に向けて、国として認知症施策推進大綱に基づき

取組が始まり、大綱では地域社会で自分らしく暮ら

す共生と認知症になる時期や進行を遅らせる予防を

車の両輪として、認知症になっても希望を持って過

ごせる社会の実現を目指しています。そこで、執行

方針では高齢者支援の充実として、要旨の１に示し

たように、認知症対策の推進で認知症地域支援推進

員を中心とした認知症サポーター養成講座の開催、

認知症ケアパスの作成等を進めるとされております

けれども、その具体的な取組と効果についても伺っ

ておきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 認知症に関する正しい知識と

理解を持って、認知症の方やその家族を見守り、支

える認知症サポーターの養成講座を引き続き町内会

や老人クラブ、企業、市内小学校、中学校に出向き、

実施してまいります。また、認知症地域支援推進員

を中心といたしまして、認知症サポーターの中から

希望者を対象に振り返りを含めたフォローアップ講

座を実施する予定で計画を進めております。今後は

認知症に関心を持ち、ボランティア活動を考えてい

る認知症サポーターの方をステップアップ講座へつ

なげ、将来のチームオレンジのリーダーを担ってい

ただける人材を発掘したいと考えております。 

 次に、認知症ケアパスの作成についてでございま

すが、認知症ケアパスは認知症の進行状況に応じた

適切なサービス提供の流れをまとめたもので、内容

といたしましては認知症の進行状況に応じた対応や

受けられるサービス、相談窓口などを掲載した認知

症のガイドブックとなっており、ケアマネジャーや

市民の方の意見を伺いながら作成したいと考えてお

ります。この認知症ケアパスを手にしていただくこ
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とで認知症の疑いがある方もない方も家族も先が見

えない不安感を和らげ、この先の見通しが立つとと

もに、認知症を見守り、支援する側も情報提供をし

やすくなるなど認知症の理解と支え合いが深まるこ

とを期待しております。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 この認知症ケ

アパスについては相談窓口などを掲載したガイドブ

ック、ケアマネジャーや市民の意見を聞きながら作

成していくということで、認知症に対し不安感を和

らげ、見守り、支援する側も情報提供をしやすくな

るとしていますので、おおむね理解いたしました。

ぜひ国が示す共生と予防が車の両輪として機能して

いけるように取り組んでいっていただきたいと思い

ますし、また先ほどの答弁にもありましたけれども、

今後はチームオレンジにつながるように取り組んで

いっていただきたいと思います。 

 項目５、魅力あるイベントの推進について伺いま

す。観光の振興の取組として魅力あるイベントの推

進が掲げられております。要旨１ですけれども、当

市を代表するイベントとしてあかびら火まつりをは

じめとして様々なイベントが定着しておりますが、

さらに魅力あるイベントの考えとして、当市には立

坑やぐらを含め炭鉄港ストーリーとして日本遺産に

登録され、空知の炭鉱町の食文化などが一堂に会す

るイベントを開催することも地域の資源活用になる

と思いますけれども、お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 魅力あるイベントの推進につ

いてでございますが、現在当市の代表的なイベント

としてらんフェスタ赤平、あかびら火まつり、産業

フェスティバルなど特色を生かした伝統あるイベン

トが継続して実施されております。魅力あるイベン

トの推進ということでございますが、これまでガイ

ダンス施設では８月10日にキャンドルをともした

炭鉱の灯り、９月７日から10月14日にかけて芸術作

品を展示したアートプロジェクトを実施し、２月22

日に開催予定をだった炭鉱の雪灯りにつきましては

コロナウイルス感染症対策のため残念ながら中止と

なったところでございます。また、市内ではがんが

ん鍋協議会のガンガン祭りや商工会議所青年部によ

る食彩祭りなどの食に関するイベントも計画されて

おります。今後はこのような赤平ならではの食や炭

鉱町の食を生かしたイベントも市外からの人を呼び

込み、交流人口の増加につながることからも教育委

員会や関係する団体等と協議してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 炭鉱町の食文

化を生かしたイベントは、ガイダンス駐車場で一昨

年11月に行われた実績もあります。空知の各町の店

舗では行列ができて、大変なにぎわいでありました。

関係する各団体と、答弁にもありましたように、教

育委員会など一般行政も含めて総合行政として当市

で定着するイベントの一つになるよう取り組んでい

っていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 項目６の学校教育におけるＩＣＴ機器の整備につ

いて伺います。学校教育の充実として、要旨の１、

タブレット端末などのＩＣＴ機器の整備を進め、そ

の有効活用を通して学習意欲の向上と事業の充実を

図るとされておりますが、時代の変化は高速大容量

の通信ネットワークを一体的に整備され、社会のあ

らゆる場所でＩＣＴの活用が日常のものになってい

る状況を踏まえ、子供一人一人に応じた教育を行う

ためには子供たちそれぞれに端末を与え、教育環境

を整える必要があるのではないかと思いますが、お

考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） タブレット端末などＩＣＴ機

器の整備についてでございますが、昨年末文部科学

省は子供たちの未来を見据え、児童生徒向けの１人

１台学習用端末と高速大容量の通信ネットワークを

一体的に令和５年度までに整備するというＧＩＧＡ

スクール構想を打ち出しております。これは誰ひと
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り取り残すことなく、子供たち一人一人に個別最適

化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現に向け

た施策であります。なお、本市におけるタブレット

端末の整備状況につきましては、小学校が160台で

1.9人に１台、中学校が44台で3.6人に１台となって

おり、１クラス単位の授業で全員が利用できるよう

整備しているところでございます。本市におきまし

てもＧＩＧＡスクール構想にのっとり令和５年度ま

でに整備する予定としておりますが、令和４年度の

小学校統合を考慮するとともに、国の補助金など有

効活用し、費用負担を抑え、整備してまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 子供たちの未

来を見据えて、児童生徒に１人１台の学習端末によ

り誰ひとり取り残すことなく、子供たち一人一人に

個別最適化され、創造性を育む教育、ＩＣＴ環境の

実現に向けて国が示すＧＩＧＡスクール構想に向け

ていると。それで、当市では小学校で1.9人に１台、

中学校では3.6人に１台の１クラス単位の事業で全

員が利用できるように整備しているということでお

おむね理解はいたしますけれども、特別な支援を必

要とするなどの多様な子供たちを誰ひとり取り残す

ことなく、子供一人一人に応じた教育を行うために

は子供たちが１人１台の端末を持つ教育環境が必要

と思いますし、令和の学校教育の姿になるのではな

いかと思っていますので、今後の取組に期待をして

いきたいと思いますので、この点よろしくお願いい

たします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員、次は教育です

ね。 

〇５番（五十嵐美知君） ええ。 

〇議長（若山武信君） それでは、ここで暫時休憩

といたします。 

（午後 ０時０５分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 それでは次、

件名２の教育行政執行方針について伺います。 

 項目１の幼稚園教育についてであります。要旨で

ございますけれども、改訂されました幼児教育要領

及び北海道幼児教育振興基本方針に幼児期の終わり

までに育ってほしい姿や遊びの中で学びに向かう力

を身につけていく原則が示されました。そこで、幼

児教育と小学校の円滑な接続と幼児教育の共通化に

ついて検討するとされておりますが、その具体策に

ついてお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 幼児教育と小学校の円滑

な接続と幼児教育の共通化の検討についてお答えい

たします。 

 学校教育の基礎は、幼児教育にありとよく言われ

るくらい幼児教育にはとても重要な役割がありま

す。生きる力の育成を目指して展開されている学校

教育ですが、その基礎を育成するのが幼児教育です。

北海道幼児教育振興基本方針に掲げられている幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿を幼児教育関係

者、すなわち幼稚園、保育所、保護者がその姿を目

指し、それぞれの立場で努力することが大切だと考

えております。そして、小学校教育関係者とも相互

理解を深め、子供たちの成長しつつある姿を日常的

に情報交流しながら、就学時の円滑な接続につなげ

ていくことが必要と考えておりますので、ご理解賜

りたくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 幼児教育につ

いてただいまお答えいただききました。幼児教育関

係者の幼稚園、保育所、保護者が方針で示された姿

を目指してそれぞれの立場で努力することが大切だ

と。さらに、小学校教育関係者と理解を深めて、子

供たちの成長していく姿を日常的に情報交流しなが

ら就学前の円滑な接続につなげていくということで
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ありますので、こうした取組は全て子供たちのため

でありますので、連携の強化を図り、臨んでいって

いただきたいと思います。 

 項目２のいじめの未然防止について伺います。豊

かな心と健やかな体の育成において、赤平市いじめ

防止条例に位置づけられている望ましい人間関係の

維持、発展に関する各領域等の指導を充実させて、

いじめの未然防止につなげることが基本とされ、思

いやりや自己有用感と規範意識の高揚等を促す教育

活動の充実に期待し、各学校及び関係機関と連携を

深めて、指導の充実を図るとされておりますが、そ

の具体的な取組について伺っておきたいと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） いじめの未然防止の取組

についてお答えをいたします。 

 学校教育では、豊かな心の育成を柱にいじめの未

然防止につなげております。その中心となるのが教

科書で学ぶ道徳科の授業です。子供たちは授業で提

示された資料を基に望ましい人間関係等について考

え、議論する道徳の授業を通してあるべき姿を考え

ます。学習する内容によっては、地域の関係機関と

連携して進めております。人権擁護委員会、ＣＡＰ、

大手通信会社、赤歌警察署等に協力をいただき、人

権や思いやり、情報モラルについて深く考え、その

後の行動に生かす学習を設定しております。また、

各学校では生徒会や児童会を中心にいじめ防止に向

けた取組を進め、赤平市子ども会議の報告を通して

いじめ防止について再確認する場を設定しておりま

す。いじめはどこでも起こり得るものであることを

踏まえ、よりよい授業を求めて、関係機関と連携し

ながら学習が展開されておりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 道徳科の授業

において望ましい人間関係について考え、議論する

道徳の授業を通してあるべき姿を考えて、その内容

についても地域の関係者と連携して進めているとい

うことでありますので、理解はいたしました。そこ

で、答弁にもありましたけれども、いじめはどこで

も起こり得る、本当にそういうことでありますので、

教育委員会と教育現場で連携を密にしていただい

て、さらなるいじめ防止について取り組んでいって

いただきたいとお願いいたします。 

 項目３の小学校社会科副読本について伺います。

要旨の１ですが、学びを支える教育環境の充実にお

いて、小学校新学習指導要領の全面実施に伴い教科

書が全面改訂されたことを受け、３年生、４年生で

使用する社会科副読本について改訂が必要となり、

改訂作業を組織的に進め、本年度３学期からの使用

開始を目指すとされておりますが、新学習指導要領

では本年４月に小学校から順次実施される防災教育

に関する内容が重視されることになっております。

子供たちの発達段階において安全教育が目標であ

り、防災の知見を子供たちにどう教えていくかなど

は科目で取り組めないのが現状と思いますので、副

読本の活用などの取組についてお考えを伺っておき

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 小学校社会科副読本の活

用の取組についてお答えをいたします。 

 小学校３年生及び４年生は、地域の社会的事象を

取り上げて社会科の学習が進められます。教科書は、

全国の中から特徴のある地域を選んで取り上げ、そ

こを事例として編集されております。それに対して、

社会科副読本は身近な地域を取り上げ、設定された

学習内容を地域の視点で研究する学習を展開しやす

くするよう編集されております。専門的な立場で編

集された教科書は質が高いため、今回編集する副読

本は身近な地域の情報を集めてはいるものの、教科

書の補助資料の役割を担うこととなります。小学校

３年生及び４年生の防災関連内容は、消防署や警察

署が相互に連携して、緊急時に対処する体制や事故

防止の取組、自然災害の歴史や備え等を学習するこ

とになっています。そのことを十分に踏まえながら

社会科副読本の編集を進めてまいりますので、ご理
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解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇５番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまのお

答えでおおむね理解はいたしましたけれども、発達

段階における安全教育の目標は、小学校では１つ目

に災害への理解を深めて、安全な行動を取る、２つ

目には簡単な応急手当てができるようになると示さ

れておりますので、防災教育に対してこの点も一つ

の目安になるのではないかということを申し添えて

おきます。 

 以上で質問を終わります。 

〇議長（若山武信君） 質問順序４、議席番号３番、

木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 本日３月11日は東

日本大震災から９年ということで、改めまして犠牲

となられた方々に哀悼の意を表すとともに、被災者

の皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思

います。日本共産党は、被災者の生活となりわいを

再建し、復興を成し遂げるまで国民の皆さんと共に

全力を挙げる決意であります。本日、日本共産党中

央幹部会では、東日本大震災から９年を迎えるに当

たってという声明を発表しております。１つに、期

限を切って被災者支援、被災地の復興策を打ち切る

ことは許されない。国が最後まで責任を果たすこと

を求める。２つ目に、原発推進のための福島切捨て

を許さない。３つ目には、災害から国民の命と暮ら

しを守ることを国政の最重要課題にということで、

国に求めております。重ねてになりますけれども、

東日本大震災、風化させてはいけないと思います。

この教訓を胸に刻み、災害から国民の命と暮らしを

守る政治を実現するために全力を尽くしてまいりた

いというふうに考えております。 

 また、もう一つ、新型コロナウイルス感染症が今

広がり続け、毎日ニュースで目にする政府の対策と

いうのは突然の政治判断だったり、一方で方針が１

日で変わったりと市民の方々に混乱と不安を招いて

いると感じています。赤平市のコロナウイルス対策

に関しては、日本共産党赤平市委員会として２月28

日に畠山市長へ緊急申入れを行い、先週６日の行政

常任委員会でも質疑をさせていただきました。本日

は執行方針に対する一般質問ということで、対応に

ついての質問はありませんが、日々変わる状況の中

で正確な情報を市民の方々に提供をしていただくこ

と、また市民の方々の健康と命を守る対策に万全を

期すことを重ねてお願いをしたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。件名の１、市政執行

方針について、項目の１、地域医療、介護、福祉等

について、要旨の１です。地域医療の充実として、

市立病院の人的体制や設備の充実、救急医療体制の

維持が述べられています。昨年12月議会で私は厚労

省が発表した再編統合が必要な公立、公的病院のリ

ストによって起こる市民不安に対しての考え方をた

だしました。人口減少が進む中、市立病院の存続と

いうのは地域医療問題にとどまらず、地域経済にま

で波及する問題だということも指摘をしました。今

回の新型コロナウイルス感染症の広がりを見ても公

的、公立病院の必要性というのは極めて重要なもの

だと分かったのではないでしょうか。改めて地域医

療構想の中での市立病院の役割をどのように考えて

いるのか、また具体的に体制の充実、維持をどのよ

うに図っていくのかお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域医療におきましては、こ

れまでにも述べてまいりましたとおり、当院におき

ましては急性期から回復期、慢性期、そして在宅医

療や施設へとつなぐ役割を中心に担い、現在は回復

期病床である地域包括ケア病床をフルに活用し、さ

らに入院、透析の患者を積極的に受け入れるなど赤

平市民はもとより、市外からの患者の方々にもご利

用いただき、その役割を果たしてきているところで

あります。また、高度な医療や専門性の高い分野に

おきましては、近隣市の医療機関に担っていただい

ている現状にあり、救急医療体制を含めまして一定

程度市民の皆様の医療需要に地域の連携の下で体制

を整えることができているものと考えております。

そこで、市政執行方針にて述べました体制の充実に
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ついてでありますが、前段のご質問でも答弁させて

いただいたとおり、まずは内科医の確保が急務であ

り、午後の予約外診療の再開など診療体制の充実に

つながるものと考えているところでございます。あ

わせまして、可能な限り患者の利便性や安全性につ

ながるものにつきまして、医療機器の更新や充実を

随時検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地域医療構想の中での当院の役割でありま

すが、同調整会議の中でもを示されておりますとお

り、重点課題とされる回復期病床の解消、このこと

は当院のここ数年の入院患者の状況を見ましても、

地域包括ケア病床を17床体制にさせていただいた

とおり、回復期、慢性期の患者の受入れが増えてお

り、このことも十分に踏まえながら、今後とも医療

機関をはじめ関係機関と協議を進めてまいりたいと

考えております。 

 また、前定例会でのご質問においても答弁させて

いただきましたが、近年頻発する災害対応やこのた

びの新型コロナウイルス感染症に関する対応におき

ましても今後当院におきましてどのような対応を取

っていくかは、いまだ先の見えない状況下ではあり

ますが、地元に医療機関が確保されているというの

は何より市民の皆様の安心できる暮らしの確保に欠

くことのできない存在であると認識を新たにしてい

るところでございますので、今後ともご指導、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 救急医療体制を含

めて一定程度体制を整えているというところは非常

に大切なのだろうというふうに思います。新年度の

医療報酬改定の中に救急搬送看護体制、これの加算

がありましたが、一つには加算が倍、今まで200点

から400点になるもので、救急搬送、救急用の自動

車、または救急医療用ヘリコプターによる搬送件数、

年間で1,000件以上と。あとは、救急看護専任の看護

師を複数名配置と、こういうようなことが盛り込ま

れております。こういうことをやっていくと、恐ら

く公的医療機関のさらなる集約というのも進んでい

くのかなと。小さいまちの公的病院は1,000件の救急

集める、あるいはこれ5,000件というのも中にありま

したけれども、できないわけで、そういったところ

も含めて、少ない件数でも大切な地域の医療機関と

いうことでしっかり守っていっていただきたいとい

うふうに思います。 

 地域包括ケア病床17床、これも十分期待をしたい

と思いますし、医師確保をしっかりやっていただき

たい。 

 最後に、医療機関が確保されている地域に医療機

関が確保されていることが市民の安心できる暮らし

の確保そのものだというような認識をいただけたと

いうふうに思いますので、引き続き努力をしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。執行方針で

は、高齢者支援の充実として介護予防、認知症予防、

社会参加などについて述べられておりました。認知

症ケアパスの作成に着手するということですが、認

知症ケアパスというのは、認知症の人やその家族が

どのような医療、介護サービス等を活用できるのか、

状態に応じたサービスの提供の流れを示す案内図の

ようなものだということです。国としては平成25年

から始めているものですけれども、これには課題が

あって、医療、介護の社会資源が少ない自治体であ

るとか人的体制が弱いといったところはなかなか作

成に今まで至っていなかったということだというこ

とです。赤平市もそういった条件に当てはまるのか、

やはりこれからの作成になったというふうに私思い

ますけれども、大事なのはこれ作成するということ

よりもこの認知症ケアパスがいかに活用されるか、

ここが極めて重要なのだろうというふうに思いま

す。他市の例を見ると、認知症カフェの開催など、

こういったものも視野に入ってくるのかなというふ

うに考えておりますが、当然ここには町内会であっ

たり、エリアサポーターなどとの連携、これが不可

欠になってくると思います。こういった点について

具体的にどのように行っていくのかお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 
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〇市長（畠山渉君） 認知症ケアパスでございます

が、議員がおっしゃるとおり、作成した後どのよう

に活用していただけるかということが大事だという

ふうに思っております。まずは、認知症ケアパスを

手にして、理解していただくために分かりやすいも

のをと考えております。そのためには、行政のみで

作成するのではなく、ケアマネジャーや市民の方の

ご意見も伺いながら作成したいと考えております。

活用といたしましては、この認知症ケアパスを手に

した人々が認知症を理解し、予防に努め、早期に相

談や受診などの行動を起こすことができる入り口に

なることを期待しております。しかしながら、認知

症は自分では気づきにくく、地域の方の見守りです

とか理解が必要となってまいります。他市では、認

知症カフェを開催し、認知症の勉強会や認知症の方

とその家族の方の支援を行っておりますが、赤平市

では町内会やエリアサポーターの皆様が各地域で介

護予防体操や地域サロンを既に行っていただいてお

ります。赤平市といたしましては、認知症に特化し

たカフェやサロンなどを新たにつくるのではなく、

たとえ認知症が進んでも今ある身近な場所で顔なじ

みの方と交流できる場となるよう取り組んでまいり

ます。認知症ケアパスの活用も含め、今後も各町内

会、エリアサポーター、民生委員など地域の方と連

携してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 認識は共有してい

ただけたかなというふうに思います。十分意見を聞

いていくということも述べられました。赤平市では、

町内会、エリアサポーターの方々が各地域のサロン

の開催というのを既に行っているということで、そ

れらを有効に認知症予防や見守りに活用していくと

いう考え方だというふうに理解をしました。そうい

う点から見ると、もしかしたら赤平市としてはケア

パスは作成していないけれども、もう進めている取

組なのかもしれないと、そういうふうに言ってもい

いのかなというふうに思います。独り暮らしの高齢

者の方が多いからこそこういった施策というのは極

めて重要に今なってきていると思いますので、改め

て本当に活用される、実効性のある認知症ケアパス

の作成にしていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の３です。執行方針で

は、障がい者支援の充実として手話の普及啓発が述

べられています。赤平市議会では、2015年から第１

回定例会の執行方針に手話通訳をつけて行っていま

す。また、2017年３月22日に道内13番目、空知管内

で初となる手話言語条例が成立、この赤平市思いや

りあふれる手話言語条例が同年４月１日に施行さ

れ、３年が経過しました。この間私も市民と一緒に

つくられたこの条例の基本理念の下、積極的に手話

の普及に取り組んでいるところですけれども、赤平

市としては現状をどのように把握しているのでしょ

うか。そして、今後の環境整備などについて具体的

にどういった体制強化をしていく考えなのかお伺い

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市の聴覚障がい者の現状

でございますが、障害者手帳を所持されている方が

114名で、等級１、２級の方が21名おります。その

中で手話通訳が必要と思われる方は10名ほどいら

っしゃると思います。また、当市の手話奉仕員は現

在20名在籍がございまして、木村議員もそのお一人

だというふうに伺っておりますけれども、うち手話

通訳の派遣に対応できる方は４名いらっしゃるかと

思います。今後の体制強化につきましては、令和２

年度に手話の普及、通訳者の養成を目的といたしま

して手話奉仕員入門講座、これを週１回の全20回で

開催する予定でございます。ただ、手話奉仕員とな

るためには入門講座を修了し、その後に手話奉仕員

基礎講座を受講、修了された方が手話奉仕員となり

ますので、基礎講座につきましては令和３年度を予

定しております。さらに、手話通訳者の資格を得る

ためには北海道にて開催の手話通訳者養成講座を受

講しなければならないので、赤平市といたしまして

は受講者が受講しやすいように令和２年度において

も赤平手話の会運営補助金にて対応を予定しており
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ますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいた

します。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 新年度は手話奉仕

員の入門講座のほうやるということが確認取れまし

た。現状やっぱり10名の方が手話通訳を必要とされ

ているだろうという方がいらっしゃるということで

す。手話の普及については、まず知ってもらうと、

興味を持ってもらうというところが、そこが非常に

大切だというふうに思っています。その意味におい

て、今回の入門講座というのはハードルも低いので、

とてもいい取組なのだろうというふうに考えます。

その上で、今度基礎講座を受けたいとか奉仕員にな

りたい、あるいは手話通訳者を目指したいという方

が増えていって、また環境が整っていくものだろう

と思いますので、しっかりやっていただきたいとい

うふうに思います。手話通訳者養成講座の受講の助

成なのですけれども、これは北海道、都道府県でや

っているものなので、できれば北海道がそういう助

成をして、これ１年に２か所しか開催するところ北

海道でないので、結構広い北海道では通うだけでも

大変だという声がすごく多いのです。ですので、ぜ

ひ北海道が助成していただきたいというふうに私思

っておりますので、道にもしっかりと要望を上げて

いきたいと思っています。市町村ではこういった助

成制度はあまりやっていないということもあります

ので、逆にこういう取組をする自治体、市町村が増

えていけば、道もそういうふうに動き出すのではな

いかと、そういう後押しになるかと思いますので、

ぜひ引き続き行っていっていただきたいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、公共インフラ、

環境整備についてお伺いします。 

要旨の１です。移住定住の促進について、総合戦略

の民間賃貸住宅関連施策の継続について述べられて

おりました。私は、総合戦略の効果検証を基に２期

目のこの総合戦略がスタートするに当たって、１月

の31日の行政常任会でこの民間賃貸住宅関連施策

２本についても見直し、あるいは検討をしていくべ

きではないのだろうかという指摘をしました。総合

戦略の効果検証では、こういった予算的になかなか

大きいもので効果がなかなか分からないような部分

についてそれほど見直すべきという意見も見当たら

なかったのですが、そういったことから行政側も継

続の判断を行ったのではないかというふうに推測が

されます。行政常任委員会での私の指摘も踏まえて、

最終的に継続という判断に至った経過をお伺いした

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 移住定住の促進についてでご

ざいますが、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦

略の民間賃貸住宅関連施策につきましては、住環境

の向上と移住定住人口の確保及び地域経済の活性化

を促進することを目的として行っているところであ

ります。５年間の実績内容といたしましては、民間

賃貸住宅建設助成は５棟36戸、民間賃貸住宅リフォ

ーム助成は８戸、民間賃貸住宅家賃助成は93件と成

果を上げ、移住定住人口の確保に寄与しているとこ

ろでございます。民間賃貸住宅家賃助成につきまし

ては、市外からの転入者が対象となっており、直接

的な人口減少対策にもなっておりますし、その受皿

でもあります。民間賃貸住宅建設助成につきまして

も当初家賃助成制度が始まったときの戸数が少なか

った状況が改善され、効果を上げた要因でもあると

思いますけれども、負担が大きくなってきているの

も事実であります。今後につきましても必要な施策

として考えておりますが、建設、リフォーム助成は

今後の需要を検証し、家賃助成は５年経過し、助成

完了後の定住状況の検証を行った上で今後の財政状

況も考慮し、助成内容の見直しにつきましても検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 効果検証会議の後

の委員会のときと同じような感じの内容だったなと

いうふうに思います。確かに家賃助成が93件という
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のはその分人口が流入、入ってきてもらう、転入し

てもらっているということですから、効果が出てい

るのかなと。ただ、おっしゃったように、５年たっ

た後の定住状況の推移、ここ本当しっかり見ていく

必要が１点あるのかなというふうに思います。建設

のほうに関して言えば、市内間の移住が多ければ、

新しいところへの移住が多ければ、それは本当に人

口減少対策の需要としてカウントできるものなのか

ということも若干疑問も出てくるというふうに思う

のです。市内の住宅、市営住宅の空きが出てきたり、

あるいは古い民間賃貸があまりリフォームもしない

ということで空きも増えていけば、今度は空き家問

題のほうにもつながってくるのかなというふうに考

えております。状況をしっかり見極めていただきた

いと。確かに何かやめるという判断を下すときには

大きな反発というのを招くと思います、時には。批

判も受けるのだろうというふうに思います。しかし、

全体通して考えた場合にやめるべきという意見が出

ていないという理由で判断をしないということがあ

ると、それは後々重い足かせといいますか、そうい

ったものにもなってくるのではないかなというふう

に私感じております。その上で、重ねてになります

けれども、状況をしっかりと見極めて判断をしてい

っていただきたいということを申し上げたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。公共交通の

確保についてでしたが、午前中の質疑で、次年度は

どこまでということに関してですけれども、秋頃に

協議会をつくるということで、令和３年に実証運行

ということもあったと思うのです。あとは、２年ぐ

らいでできるというお話も聞けましたので、この問

題については質問は取りやめたいというふうに思い

ます。１つ言えば、公共交通の問題というのは、午

前中もありましたけれども、ここ一、二年で指摘さ

れてきた問題ではなくて、もっともっと前から指摘

はあったのだろうというふうに思っております。そ

して、今着手に踏み切ったら約２年で実施ができる

ということが今日分かったのですけれども、先送り

していなければもう実は出来上がっていたのかなと

いうふうにも取れるのかなというふうに思います。

その意味でなのですが、やっぱり市民アンケートを

やって、今回こういう動きになったということは、

市民アンケートが確かな根拠となって行政を動かし

たいい例なのかなというふうに私考えています。今

までも声があったのだけれども、確かな根拠として

市民アンケートで新年度にスタートが切れて、２年

ぐらいでできるよという一定のめどもついたので、

アンケートがスピード感が遅いということも私懸念

していましたけれども、一概にそうでもなく、こう

いうこともあるということで、今後もそういった面

ではしっかり取り組んでいっていただきたいと、そ

のことだけ申し上げて、この質問は終わります。 

 要旨の３になりますが、この質問も午前中の質疑

で、はっきりしましたので、これはそのまま取り下

げたいというふうに思います。 

 続きまして、項目の３のほう、項目の３に入りま

す。商工農林業振興と観光振興についてお伺いをし

ます。要旨の１です。工業振興として製造業を中心

とした様々な分野の企業が集積しており、町の経済

と雇用に大きく貢献されているとありました。私も

そのとおりだと思います。本当に心から感謝申し上

げたいと思います。一方、様々な分野の企業の人手

不足が深刻化していることを挙げて、雇用の確保対

策が述べられておりました。総合戦略では11の施策

を展開して対策をしてきましたが、いまだに深刻な

状況だということなのです。私は、以前からここに

市内居住をリンクさせることが重要ではないかとい

うことを指摘をしてきました。企業、あるいは労働

者側双方に恩恵があり、人口増加に資する施策を考

えていくべきではないかと思います。次年度につい

て何か考えはあるのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 雇用の確保につきましては、

求人募集しております市内企業、ジョブリポのウェ

ブ版に掲載いたしまして、企業の求人情報として発

信しておりますが、まだ１年たっておらず、掲載内
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容や更新の時期など企業の採用担当の方とも協議し

ながらどういった形がよいのか、これらを検討して

まいります。近隣高校の２年生を対象といたしまし

た合同企業説明会もコロナウイルス感染症の影響に

よりまして残念ながら今年度は実施に至りませんで

したけれども、学生の興味を引きつけるようなプレ

ゼンの仕方ですとか情報の発信など企業と共に研究

をしながらＰＲを行ってまいりたいと考えておりま

す。インターンシップ事業につきましては、江別４

大学と連携し、継続して行ってまいりますけれども、

新たな大学、特に工業系の大学ですとか高等専門学

校などインターンシップ制度に理解がある学校の開

拓を進めるほか、企業が求める人材と学生が求める

企業の情報を集約するなど双方の意思がマッチング

するような方法を検討し、引き続き学生がより参加

しやすい事業として継続してまいります。また、企

業に就職された学生が市内に住みたいと思われるよ

うな環境、条件などの整備を含めて各企業のニーズ

を把握し、新規学卒者の移住定住促進就職祝金です

とか、民間賃貸住宅家賃助成など制度のＰＲ等につ

いて企業に対し協力を求めてまいりたいと思います

ので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 前段は、今までや

ってきた内容かなというふうに思います。市内に住

みたいと思えるような環境整備ということで民間賃

貸等また出てきましたけれども、こういったところ

は一定やっぱり必要なのかなというふうにも感じま

す。最後のほうに述べられていたところが極めて重

要な部分だというふうにも私も思うのです。こうい

った制度を企業側にしっかりと理解してもらうとい

うところがやっぱり今まで不十分だったのではない

かなと。ここをやっぱり企業側も前面に、これだけ

いろいろやっているので、出していただいて、募集

の段階、面接の段階とかでしっかりとこれを言って

もらうようなことをしていく必要があるのかなとい

うふうに思うのです。こういった制度を活用しても

らった上で赤平市に住んでもらえれば、当然企業側

は交通費の支給等々もなくなるでしょうし、そうい

ったことで市内居住者が増えていくということも地

域経済が活性化するわけですし、さらには地元企業

も安定していくと。こういった地域内の好循環とい

うものをつくっていくことが大切で、どこから始め

るというのではなくて、そういうところをあらゆる

ところで努力をして、循環をつくっていくというこ

とが必要なのだろうと。そういう形でやっぱり企業

との連携というのをしっかりしていく必要があるの

かなというふうに思います。ぜひ市内企業の方々に

こういった制度を十分に理解してもらった上で、新

規雇用のときにはうまく活用していただいて、住ん

でいただけるようにしていただきたいというふうに

思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。商業振興は、

市民アンケートでも重要課題とされました。実態は、

執行方針で述べられているとおり、高齢化と後継者

不足、販売形態の多様化により商店街の空洞化に歯

止めがかからず、厳しい状況であります。一方で、

飲食店や民泊など空き店舗を活用して起業されてい

る方もいらっしゃいます。大手スーパーやコンビニ、

あるいは今は数点しか残っていません、個人商店も

地域限定ではあるけれども、配達などをしておりま

す。また、コープさっぽろの移動販売なども市民の

暮らしのために十分貢献をしていただけているとい

うふうに思います。市民のニーズがアンケートの商

業振興という選択肢の中のどのようなところにある

のかということをしっかり見極める必要があると思

います。また、消費税の増税により家計消費も今落

ち込んでいます。小規模事業者はじめ以前にも増し

て厳しい状況、さらには今の新型コロナウイルス感

染症によって一斉休校であったり、外出自粛要請な

ど、それはさらに厳しさを増していると考えられま

す。市内の商業施設であったり、個人事業者の意見

等十分にチェックしながら、やっぱりこういったこ

とも早めに手だてを講じていかなければいけないと

いうふうに思います。そういう意味で商工会議所と

連携をして、情報収集を行い、対策を講じていく、
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こういう必要があるのではないかと思いますが、考

えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 商業の振興につきましては、

議員が言われるとおり、多くの重要課題があるとい

う厳しい状況でございます。地域商業の活性化に向

けては、商店街振興対策協議会によりますチャレン

ジショップをきっかけに地域おこし協力隊により現

在２店舗が新たに起業されております。ほかにも３

年間で７件の新規事業者が起業支援事業を活用して

おり、店舗整備魅力向上事業では平成30年度に補助

額や対象を拡大いたしまして、２年間で５件の申請

があったところであります。また、商店街通信、ウ

ェブサイトを使った店舗やイベントの情報発信も行

っておりまして、ＡＫＡＢＩＲＡベースとのコラボ

事業として大盛りキャンペーンやうま辛、カリーＤ

Ｅラリーなど飲食店との事業を実施しております。

アンケート応募の約半数が市外の方となっておりま

して、ホームページやポスターを見てこ来店された

方も多く、毎回応募者数も増え、好評を頂いており

ます。参加された店主さんからも新メニューの開発

にもつながるといった意見もございまして、今後に

ついても期待しているところでございます。 

 中小企業融資につきましても制度の充実を図り、

中小企業の経営の安定化や事業の維持拡大に必要な

資金確保を行いやすい環境の支援を行ってまいりま

した。制度改正後には件数も増えており、安定的な

生産活動の支援として新年度も継続して実施してま

いります。今後もこれまで実施しております事業を

継続して行い、地域産業の振興に向けた事業に対し、

市民ニーズを見極め、必要な支援ができるよう商工

会議所や各団体等と連携を図ってまいります。 

 また、コロナウイルス感染症対策の影響などで消

費の落ち込みも懸念されるところでございますが、

各団体と連携を図り、事業者に対して支援策などの

情報を提供し、必要な支援や取組を進めてまいりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 新規事業者の起業

支援とか飲食店との連携事業、こういうところは本

当にいい取組なのだろうというふうに思うのです。

中小企業融資等ありましたけれども、経営の安定化、

これもしっかりと効果を現してきているというふう

に思います。こういうところは、市民ニーズに合っ

た対策だというふうに言えるのかなと。大きな商業

施設の誘致なども恐らくニーズの一つにあると思い

ますが、なかなか現実的ではないというところだと

思います。そして、先ほどもありましたけれども、

公共交通の確保ということです。これがしっかり機

能することも私商業振興のほうに大きな、大きな要

因になるのではないかというふうに思っておりま

す。使いやすさがよくなればよくなるのかなと。商

業振興という大きなくくりの中で、意味を間違えて

方向違い、見当違いの方法を取ってはいけないのだ

ろうというふうに思うのです。2019年10月から12

月期の国内総生産、実質の年率換算でいうと6.3だっ

たものが7.1％に修正、減額されました。消費税の増

税がいかに家計消費を冷え込ませたかということを

これ物語っているのだろうと思います。国の消費税

対策の一つであったプレミアム付商品券、定例会の

初日の補正予算で内容を見れば、低所得者の方々に

とっては効果がなかったということはこれはっきり

したのではないかというふうに思うのです。こうい

うところもしっかりと見極めながら商業振興に何が

一番重要なのかと。市民の方々のニーズ、あるいは

中小業者さん、商業施設の方、そういったところで

何が必要なのかというのを見極めて講じていく必要

があるということを申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。要旨の３です。農業振興に

ついて、本市の農業は高齢化が進み、今後の遊休地

化が懸念されているところであり、担い手である若

手農業者及び後継者の育成を図るため、後継者担い

手サポート事業について農業研修や販路拡大のため

のホームページ作成等を補足する項目の拡充が挙げ

られていました。どのような効果を期待するものな

のかお伺いしたいと。今までの実績はどうなってお
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り、どのように今回の拡充の判断に至ったのか経緯

をお伺いしたいと思います。あわせて、今後どのよ

うに農業を守っていく考えなのかお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 農業振興の一端を担うものと

しての後継者、担い手サポート事業についてであり

ますが、今後赤平の農業を牽引していく担い手、ま

た農業を受け継ぐ後継者に対して農業知識、新技術

及び経営能力を習得するための研修、農業機械の基

礎的な知識と技能習得などに対し支援を行ってきた

ところであります。これまでの実績といたしまして

は、平成23年度から平成30年度まで６件で、内訳と

して営農技術習得のための研修費、作業機械大型特

殊車両、牽引などの免許取得に対する補助でありま

す。これまでの実績を踏まえた結果、将来に希望の

持てる農業を目指すためには安定した営農を行える

ことが必要と認識したところであります。具体的に

は赤平ブランド農作物の情報発信、安全、安心な農

作物の栽培などのＰＲ、販路拡大に結びつくホーム

ページ等の開設等に対する支援を行ってまいりたい

と思っております。また、農業をどのように守るの

かということについてでございますが、農業者にと

って希望の持てる農業経営が重要と考えておりま

す。今後はスマート農業の導入なども予想されるこ

とから、担い手、後継者の要望などを伺い、実情に

合うサポート事業を検討してまいりますので、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 安定した営農とい

うことで、販路拡大につながるＰＲをしていくとい

うことでした。また、希望の持てる農業経営が農業

を守る上で重要というふうに述べられたと思いま

す。そのとおりだと思うのです。農業に限らずです

けれども、個人事業主、家族経営者が直面している

ことは希望が持ていないから継がせたくない、ある

いは継ぎたくないとなってしまっているという現実

なのだろうというふうに思います。ここは国が抜本

的に家族経営農業を支援していくことが何より重要

なのだろうというふうに私思いますけれども、スマ

ート農業にも触れられていましたが、家族経営で大

規模化すると、これも大変な負担になると。一方で、

小さいところではスマート農業の導入自体が難しい

ということがあると思います。市でできる支援とい

うのは限られてくるのだろうと考えますが、希望が

持てる安定した営農、これがしっかりと守れるよう

取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の４です。赤平の観光

ＰＲ活動の充実として、ＡＫＡＢＩＲＡベースにお

いて特産品推進協議会が主体となり事業運営をして

おり、新年度も継続をしていくが、店舗運営方法な

ど将来的な方向性を検討していくということがあり

ました。ここについて、私は設置条例がないことも

含め今まで指摘をしてきました。運営の実態として

どうなっているのかお伺いしたいと。次期戦略策定

に当たりこの事業についても見直す必要があるので

はないかということを指摘をしてまいりましたが、

先ほども言ったように、効果検証も含め行政として

は継続することを判断したのだというふうに思いま

す。将来的な方向性の検討について考え方をお伺い

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＡＫＡＢＩＲＡベースにつき

ましては、赤平市の観光情報の発信と各種特産品の

ＰＲを目的といたしまして、平成27年６月より赤平

市特産品推進協議会が主体となり運営を行っており

ます。赤平市のエントランスとなる幌岡地区に設置

し、市内唯一の観光案内拠点として情報発信コーナ

ーを設置し、パンフレットやポスターの掲示を行う

ほか、新たに公式ホームページを制作し、イベント

情報等をＰＲするなど情報発信に努めております。

また季節に応じた屋外イベントを開催しており、農

作物や、その他、特産品の販売を行っているほか、

市民団体や市内飲食店、赤平市、商店街振興対策協

議会と連携したイベントを開催し、商店街や施設等

へ市外客の流入につながっております。オープンか

ら５年を経過いたしまして、当初の集客目標の15万



 －90－ 

人を大きく超える20万人以上のご来場をいただき

まして、赤平市の情報発信と特産品のＰＲに貢献し、

市街地への流入効果にも一役を担っている施設とな

っており、継続の判断をしたところであります。運

営につきましては、引き続き赤平市特産品推進協議

会が主体となり運営を行ってまいります。また、Ａ

コープあかびら店の閉店に伴いまして地元産野菜の

購入場所が減少することから、ますますＡＫＡＢＩ

ＲＡベースの野菜直売所としての役割が大きくなる

ものと感じまして、市内外に求められる施設として

活動を強化してまいります。今後につきましては、

農業生産者や出店されている各事業者等と連携を強

化し、施設運営や将来的な方向性について具体的に

検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 大きくは目標を大

きく超える20万人の来場で効果があるのではない

かということとＡコープの閉店に伴い地元産の野菜

の直売場としての役割が大きくなるのだろうという

ことなのかなというふうに継続した理由については

思えるのですけれども、しかし施設運営そのものと

直売所、直売がどれだけ関係しているのか、あるい

は20万人以上という来場は、当初から指摘されてい

ますけれども、カウント方式で、過大な宣伝になっ

ていないのかという疑問もやっぱりあるわけです。

公共施設というくくりにも当然入らないと。いわば

民間に借りているスペースに税金を使って行ってい

る事業ということなのです。そういう視点での検証

というのが全くされてこなかったのではないかとい

うこと言っているのですけれども、将来的な方向性

について検討していくというならば、今言ったよう

なことも含めて検討していかなければならないと思

うのですけれども、もう一度お願いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ＡＫＡＢＩＲＡベースの将来

的な方向性についてということでございますが、た

だいま議員からご指摘のありました点については、

今後も検討すべき課題として認識をしております。

今後につきましては、情報発信基地として内容の検

討を行い、またこれまで以上に市民の皆様方にもご

利用いただけるような取組など魅力ある施設とし

て、商品の内容ですとか農業者との関わり方につき

ましても検討してまいりたいと思います。また、将

来的な施設の在り方につきましては、これまでのご

意見を踏まえた上で特産品協議会や農業者とも十分

に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 今後も検討すべき

課題と認識をしているが、結果が検討の後半は同じ

なのです、答弁が。ということで、これ、先ほど言

いましたけれども、あまりそういう意見がないから

といってずるずるといってしまう問題でもないのか

なと私感じておりますので、ぜひ認識している部分、

検討課題としてしっかりと加えていただいて、具体

的に検討をしていただきたいという指摘はさせてい

ただきます。 

 次の質問に移ります。項目の４ですけれども、大

変申し訳ございません。これは、私の通告の段階で

のミスで、項目の芸術、歴史、文化の推進という項

目と私の質問内容が合っておらず、担当課が答弁で

きないというような通告になってしまいました。こ

の場をお借りしておわびして、取り下げたいという

ふうに思います。 

 次に、項目の５です。健全な行財政運営について

なのですが、これも午前中の質疑でかなり詳しく市

長ご答弁をされていたというふうに思います。どれ

ぐらい効果を見込んで導入なのかというのが私の質

問趣旨ですが、その点については今はっきりと分か

らないということを答弁されておりました。導入す

るのは財務会計のところの一部だけということでし

たので、この質問についても今回は取り下げさせて

いただきたいと思います。 

 １点だけ、ごめんなさい、聞きたいのは、先進自

治体の実施状況の成果を見てということをおっしゃ
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っていたと思うのです、執行方針で。先進自治体で

の実施状況の成果というのは例えばどういうことな

のか今お答えできるのであれば、それだけお伺いし

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 先進自治体での実施状況です

とか成果といった部分だというふうに思いますけれ

ども、掌握しているといいますか、ちょっと直接調

べたわけではございませんけれども、直接行って調

べたものではございませんけれども、例えば東京都

でございますと、ＲＰＡを活用した作業自動化の共

同実証実験というものを平成30年10月から31年３

月まで行った。実証実験の対象としては主税局、オ

リンピック・パラリンピック準備局ですとか水道局

です。それからまた、総務局でいきますと、人件費

支出科目のデータ登録ですとかオープンデータ用の

ファイルの作成、あと職員名簿の作成でございます。

使用したＲＰＡのソフトでいきますと、ＮＴＴデー

タのＷｉｎＡｃｔｏｒです。中にはＷｉｎＡｃｔｏ

ｒのほかにもＵｉＰａｔｈとかいろいろございます

けれども、東京都ですとこういう内容だったと聞い

てございます。また、熊本県の宇城市では職員給与

をですとかふるさと納税、住民異動、会計、それか

ら後期高齢者の関係、水道、こういった部分の作業

の自動化でございます。ＲＰＡの自動化のツールで

すけれども、ナイスアドバンストプロセスオートメ

ーション、ナイスＡＰＡだと思います。また、茨城

県のつくば市でございますが、市民窓口業務です。

あと、市民税課の業務について行っている。ＲＰＡ

ツールとしては、これもＮＴＴのＷｉｎＡｃｔｏｒ

となっているかと思います。あと、石川県の加賀市

でございますけれども、時間外勤務集計業務、契約

管理システムと財産貸付け、使用許可事務、それか

ら契約管理システム等電子入札システムの相互連絡

事務となっておりまして、活用したＲＰＡツールは

ＵｉＰａｔｈというふうになっております。そのほ

かたくさんあろうかというふうに思いますけれど

も、先進自治体としては以上のようなものだと思っ

ております。 

 あと、成果というところでございますけれども、

先ほども申し上げましたとおり、ＲＰＡには３つの

段階ございまして、クラスワンからクラススリーぐ

らいまでが提示されていると思っております。クラ

スワンでいきますと、例えば提示されたルールに従

って自動処理すると。職員が人間の手によってマウ

ス操作ですとかキーボード操作を行っている部分を

自動処理すると。これだけでもＲＰＡによる業務の

自動化、大きな威力を発揮することが期待できると

いうふうに思っておりますけれども、今ＲＰＡ等が、

ＩｏＴですとかＲＰＡ、またＡＩなどのＩＣＴソリ

ューションが魔法のつえのような脚光を最近浴びて

いるというふうに思っておりますけれども、私とし

てはそこまでではないのではないのかなと多少の違

和感も感じてはおります。つまり職員が手書きで、

手計算でやっていたというようなところ、最大の重

要なボトルネックというのでしょうか、そこをどう

いうふうに見極めていくのか。そして、解決する最

適な、適切なＩＣＴソリューションを何に求めてい

くのかということが重要になってくると思います。

職員の貴重なヒューマンリソースをそういった定型

的なといいますか、時間のかかる手作業になるとい

うものを解決していくということがやはりこの後の

ワーク・ライフ・バランスとか、そういったところ

にもつながっていくのではないかなと。私どもとし

ても今後の職員数についても考えていかなければな

らないですし、そういったことでいくと貴重な職員

のヒューマンリソースをどこに投入していくのかと

いうのは重要なものとなってくると考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 難しい問題です。

幅広く事務作業に使えるのだなということは分かり

ました。効果がどのぐらい上がるかというのが一つ

の判断基準にやっぱりなってくると思うので、その

辺で伺ったのですが、今回は１つだけ、今後はこれ

だけ幅広く使える、その可能性があるものだという
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ことは理解できたということです。メリットだけ見

れば、私これちょっと調べてみたのですが、ホワイ

トカラーの業務の自動化、効率化、生産性の向上、

人的ミスの防止、それからコスト削減、人材不足の

解消と、そういったことが載っていたのですけれど

も、やっぱりこれをぱっと見ると、どうしても行財

政改革の一環で人員削減のためなのかなという感じ

がしなくもないのです。ただ、当然適正な人員配置

ということについて行財政改革を行っていくことは

必要なことなのだろうというふうに思います。市民

サービスの低下は認められませんけれども、そうい

ったことは必要なのだということは理解していると

いうふうに言いたいと。このことだけ指摘をして、

今後見ていきたいと思います。 

 次の質問に移ります。件名の２です。項目の１、

学校教育の推進について、要旨の１です。標準学力

検査の結果の活用も早い段階から開始できるように

進めていくと述べられました。新型コロナウイルス

の影響もあり、年度末の授業も今ままならない状態

で、本当に適正な結果となり、活用できるものなの

か疑問があります。新年度の標準学力検査について

の考え方をお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 標準学力検査についてお

答えをいたします。 

 このたびの感染症の拡散を可能な限り抑えるため

に本市においても幼稚園、小学校、中学校で臨時休

業を実施しておりますが、教科書等の学習を一部残

して今年度を終了させなければならない状況となっ

てしまいました。小学校６年生と中学校３年生以外

に学習への影響が及び、教科書最終版の２週間程度

の内容が未履修となる見込みとなっております。そ

のことを踏まえ、なるべく早い時期に令和２年度の

標準学力検査を実施してまいります。経年推移が個

別に記録される標準学力検査の意義は大きく、来年

度につきましてもその後の学習指導に活用してまい

りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 今回は、全国で一

斉休校の要請に応じていない学校もあります。２週

間程度とはいえ未履修の児童生徒もいるということ

なので、いきなりテストを行うということ自体がや

はり疑問があります。全国一斉なので、仕方がない

部分かと思います。毎年行う意義というのは確かに

大きいのかもしれませんが、新年度に関しては異例

中の異例となるということだけは指摘をしておきた

いと。その上で、テストが多くなってきている学校

での子供たちのストレスや教職員の負担というのが

今極めて深刻な状況になっています。2019年２月に

国連子どもの権利委員会は、子供にとってあまりに

も競争的な日本の教育環境を改善するよう日本政府

に勧告をしています。不登校や子供の自殺が社会問

題となっている今、子供のストレスの要因を減らし

ていくことを考えていかなければならないのではな

いでしょうか。そして、過労死ラインを超える過重

労働が大問題となっている教職員の方々は、テスト

のたびに採点、分析、対応、そして対策に追われて、

長時間労働が常態化しています。全国学力テストの

活用方法やそれに伴う模擬試験などについては、今

述べた点、十分検討していっていただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。秋田県など

学力の高い先進地への教育視察を行うということで

すけれども、教員の長時間労働、業務多忙が解消さ

れていない中で視察研修、研究活動が増えていくこ

とには疑問があります。もとより研修や研究活動は

自主的に行うものであり、教員の質的向上に必要な

ことだとは思いますが、教員の労働環境というのは

子供の学習環境、成長に大きく影響していると考え

られています。視察研修についてどのような形態で

行っていくのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 秋田県など学力先進地視

察についてお答えをいたします。 

 新学習指導要領が全面実施される時期を迎えてお
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りますが、その中には主体的、対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善の必要性が強調されておりま

す。秋田県など学力の高い地域での授業は、その視

点で授業の進め方が工夫されており、授業中の子供

たちの意欲的な姿はもとより、各種学力検査におい

ても結果として表れているところです。本市におい

ては、低迷する学力に長年の課題がありますが、授

業が変われば学力も変わるとよく言われるように、

先進地の授業参観等を通して授業のあるべき姿を感

じ取り、各学校の授業改善に生かす取組を期待して

おります。また、教員及び学校の負担軽減を考慮し、

各学校１名ずつの教員による視察としておりますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 学力テストで好成

績を収めている地域の授業にじかに触れて、各学校

の授業に生かしていくということだと思うのです。

研修に参加するのは、今の答弁ですと各学校１人ず

つ、計４名ということが分かりました。少々やはり

場当たり的な対策になっているように感じるので

す。１人の方が視察に行って、それで学校で少なく

とも10人から20人の先生たちに研修内容をまとめ、

報告するという作業もなかなか大変なのかなと思い

ます。また、私もそういう経験ありますけれども、

会議等に行って、まとめて報告、実感として伝える

というのは本当に難しいのです。行った先生は実態

としてじかに触れられることがあるのかもしれませ

んが、研修自体否定するつもりはないのですけれど

も、そういうことも考慮しながら研修の在り方とい

うのを考えていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 次の質問に移ります。要旨の３です。特別支援教

育について、近年困り感を抱える子供たちは年々増

加しており、一人一人の教育ニーズに応える教育が

求められていると述べられ、きめ細やかな指導の一

つの形態として、赤間小学校に設置している通級指

導教室について言及されていました。通級による指

導は、当該児童生徒の障がいによる学校生活におけ

る学習上の困難等を把握し、その困難等が克服でき

るよう目標を立てて、計画的に自立活動等に取り組

むものとされています。不登校の児童が通級指導教

室だけを利用することができるのかどうかお伺いし

ます。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 特別支援教室における通

級指導教室についてお答えをいたします。 

 平成19年４月から学校教育法に位置づけられた

特別支援教育ですが、関連法令の整備とともに個別

のニーズに対応した教育として充実が図られてまい

りました。その一つとして、特別支援学級に在籍し

て様々な教育を受ける形態や通常学級に在籍して個

別の特性に応じた指導時のみ通級指導教室に通う形

態があります。このように通級指導教室は特別支援

教育の一つの指導形態となるため、特別支援教育の

対象となっていない不登校傾向の児童生徒に対しま

しては、通級指導教室の指導体制に余力がある場合

に利用可能であります。通級指導教室の設置につい

ては、対象となる児童生徒の数の基準と数年の見通

しの下進められておりますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 余力ある場合にと

いう条件はつきましたが、利用可能だということが

確認取れました。おおむね通常学級に通っていない

と利用できないというような間違った伝わり方がし

て、新年度からは通級だけは駄目ですと言われた例

があったということこの間国会で議論がされており

ました。赤平市の場合は利用できるということが確

認できたと。通級利用することで通常学級にも通え

るようになる子もやっぱりいると思うのです。不登

校の児童が通級指導教室だけを利用できるというこ

とは必要だと思いますし、それが確認できましたの

で、引き続ききめ細やかな対応に努めていただきた

い。もう一つ言えば、中学校のほうでも増えている

傾向、不登校あると思いますので、中学校の設置も

ぜひ検討していっていただきたいと思います。 
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 次の質問に移ります。項目の２です。学びを支え

る教育環境の充実について、要旨の１です。児童生

徒の学習意欲等への支援体制として３年目を迎える

公設塾、これについては工夫していくということで

すので、充実を望みたいというふうに思います。同

じように３年目を迎える漢字検定等なのですけれど

も、検定を機に次の段階へ挑戦する姿が見えるなど

一定の成果が見られるということですが、逆に今ま

で悉皆式で行ってきたことから課題などはないのか

お伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 児童生徒への学習意欲等

への支援体制についてお答えをいたします。 

 ２年目を終えた公設塾につきましては、子ども塾

の登録児童は市内全児童の約33.3％、公設学習塾の

登録生徒は全生徒の約25.3％と１年目に比べ僅かな

がら増加しておりますが、さらに利用される児童生

徒が増加するよう努めてまいりたいと考えておりま

す。なお、公設塾は学習意欲への支援はもちろんの

こと、教員の働き方改革や家庭学習の改善への支援

にもつながるものと捉え、継続いたしますが、新年

度におきましては授業の教科数の増や長期休業期間

中の開設など拡充策の可能性について調査、検討し

てまいります。 

 また、同じく２年目を終えた漢字検定等に対する

費用補助につきましては、小学校においては漢字検

定を実施しており、学校が行ったアンケートでは漢

字についてしっかりと取り組むことができたと答え

る児童が多く、また対象学年の５年生以外でも自費

で漢字検定を受ける児童が増加するなど学習意欲等

への支援ができているものと考えております。しか

し、中学校においては教員の指導の関係上、英語検

定のみに対し費用補助を行っておりますが、英語が

好きな生徒にはプラスの効果があるものの、全ての

生徒に効果があるとは限らないことから、学習意欲、

学力向上につなげるため検定費用補助の在り方につ

いて検証してまいりたいと考えておりますので、ご

理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 漢字検定では自費

で受ける児童も増えてきているということで、確か

に学習意欲への支援というのはいいのかなというふ

うにも思うのです。でも、中学校では英検のほうで

は一概にプラス効果があるとは言えないというよう

な感じの答弁だったというふうに思うのです。そも

そも漢検も英検も資格を取るものだと私思うので

す。資格というのは、自らが必要だと思って取得を

目指すようなものだというふうに思います。そして、

これが悉皆式に行われていることで競争意識が生ま

れること、向上心も生まれるのかもしれないけれど

も、それによってプレッシャーになる児童生徒も出

てくるのではないかというふうに思います。さらに

は、授業中に行えずに、授業終了後に検定試験を行

っているという現状もあると思うので、教職員の方

々の負担を考えると、この点でも問題があるのかな

と。こういう視点も踏まえて、教職員の声も聞きな

がら今後の在り方についてはぜひ検討をしていって

いただきたいと、このことは指摘したいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。項目の２の要旨の２ですが、

時間の関係でこの要旨の２、就学援助については取

りやめさせていただきます。 

 項目の３、教員の働き方改革について質問をしま

す。要旨の１、子供たちを取り巻く環境や課題が複

雑化、多様化する中で学校に対する役割、期待はま

すます高まっており、結果として教職員の長時間勤

務が顕在化していると。これにより校務支援システ

ムの導入を目指すとあったのですが、午前中もあり

ましたが、教員の皆さんの意見はどのようなものか

お伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 校務支援システムについ

てお答えをいたします。 

 校務支援システムは、コンピューターのアプリケ

ーションとなるため複数のメーカーが開発してお

り、それぞれに特徴があるように聞いております。
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アプリである以上使い慣れるまでに時間がかかりま

すが、その後円滑な業務の推進につながるものと考

えております。具体的には、出席状況や成績等に関

わるデータベースを作成することにより出席簿や指

導要録、通知表などの関連する公文書の作成が短時

間で完了することになります。空知管内の市、町で

は導入済みの学校が少なく、使ったことのある教員

は多くありませんが、データベースが様々なものの

作成につながり、学務の時間短縮に結びつく期待は

大きいと現場の教員からは聞いております。そのシ

ステムの運用には月額使用料が必要なため、それが

予算編成に反映されるよう働きかけを継続してまい

りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 午前中のやり取り

でも出席簿や指導要録、通知表などの作成時間の短

縮が主だというような内容があったと思います。私

も調べましたけれども、このシステムの活用は、活

用の度合いにもよるし、学校の規模にもよると思う

のですけれども、平均で、午前中ありましたけれど

も、116.9時間の短縮、１日当たり29分の時間短縮

というデータがありました。2018年の経済協力開発

機構、ＯＥＣＤの調査では、教員の週平均労働時間、

これは加盟国平均が38.3時間に対して日本は56時

間、最長だったといいます。週５日で割り返すと11

時間12分になります。所定の勤務時間というのは７

時間45分です。同年の厚生労働省の過労死等防止対

策白書でも通常時で１日11時間17分というふうに

なっておりました。このシステムの導入で29分しか

縮まらないとしたら、期待は大きいという声がもし

あったとしても少数意見ではないのかなというふう

に私は思います。新年度では、先ほど午前中に出退

勤の管理ということが言われまして、本格導入では

ないと。本格導入ではないのだということ述べられ

ておりましたけれども、新年度については時短につ

いては全く期待できないという状況でもあるという

ふうに思います。いま一度現場の先生たちの声とい

うのをしっかりと確認をして、対応をしていってい

ただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。最後の質問です。要旨の２

です。長時間労働が顕在化していることについて公

立学校に１年単位の変形労働時間制の導入が予定さ

れております。新年度は、まず上限を踏まえた業務

量の適切な管理の実施を行い、2021年４月から変形

労働時間制の導入がされるというスケジュールにな

っています。この前提となっているのが恒常的な残

業がないこととされています。現在はどのように残

業時間を把握していて、新年度は恐らく今言ったも

のになるのだと思いますが、業務量の適正な管理と

併せてどのように出退勤を管理していくのかお伺い

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 残業時間等の把握と業務

量の平準化についてお答えをさせていただきます。 

 学校における働き方改革「北海道アクション・プ

ラン」が改定に向けて動いており、その完了を受け

て、本市においても赤平市立学校における業務改善

計画を改定することとなっております。今回の改定

では、在校等時間、すなわち在校している時間を客

観的に計測し、記録するシステムの導入や業務を行

う上限時間を意識した適切な勤務時間管理が盛り込

まれております。校務支援システムがそれを担うこ

ととなりますが、その稼働までは校長や教頭による

退勤等の時間の現認により退勤時刻の入力でエクセ

ル処理を行っております。その記録を参考にしなが

ら校長との面談を中心に勤務時間の適正化と業務量

の平準化を進めておりますが、現行の教職員定数下

では改善に向けた工夫に限界があります。国全体と

しての勤務環境の変化が必要不可欠となっているこ

とは広く知られているところでありますが、様々な

機会を捉えながら北海道や国への働きかけを進めた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 現在は管理職によ
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る現認、つまり目視で行っているものをエクセル等

に記録していると。面談で適正化を図っているとい

う内容だったと思います。そして、今度はシステム

の導入ということですので、恐らくタイムカードで

あるかインターネットであるかで出退勤時刻をデー

タ処理していくのだろうというふうに想像されま

す。いわゆる在校等時間というものを客観的に計測

をしていくということだったと思います。本当にこ

れで管理ができるのかどうかというところが私ちょ

っと疑問なのです。先日、私２月19日に高知県土佐

町議の方の呼びかけで変形労働制についてのインタ

ーネット会議という意見交換の場があって、そこに

参加をしたのですけれども、７都道府県から９人で

議論をさせてもらいました。ある県では、タイムカ

ードを押してから残業をするケース、あるいはパソ

コンの場合はパソコンをダウンしてから残業をする

ケースは間々あるということでありました。自分の

評価や待遇、そういったものを考えると、仕方なく

そうするケースというのはやっぱり出てくる可能性

十分にあると思うのです。タイムカードを入れたか

ら大丈夫ということではないと思います。タイムカ

ードを押して仕事を持ち帰るというケースもやっぱ

り出てくるというふうに考えられます。つまりあく

までこれは数字上の域を超えないということになる

と思うのです。実際の現場での教職員の声、本当に

どういう思いなのか、どういう活用がいいのかとい

う声を聞いて、何が本当に必要な環境改善なのか。

最後のほうに今の教員定数では工夫にも限界がある

と言ってもらいましたので、ぜひそういったところ

道や国に働きかけていっていただきたいというふう

に最後お願いをしまして、質問を終わりたいと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２４分 休 憩） 

                       

（午後 ２時３５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序５、議席番号４番、鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、議席ナンバー４、鈴木明広、質問いたします。

ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名の１番、施政方針、市政執行方針についてで、

項目の１、健全な行財政運営について、同僚議員か

ら関連になるのですけれども、ＲＰＡなのですけれ

ども、私は積極的な推進の立場からということでち

ょっと角度を変えて質問させていただきます。まず、

高齢化と過疎化で人口規模が縮小します赤平市のよ

うな都市では、交付金の将来的な減額は避けて通れ

ないというのが現実問題になると思います。その上

で、そのような財政規模のダウンサイジングが進め

ば、早晩経常的歳出に占める義務的経費である市役

所の職員等の人員数を削減して支払われるようにし

て、人件費を抑制していなければならなくなるのは

必至であると思います。その上で、財源を効果的に

民生、教育等の住民サービスの質が低下しないよう

に分配しなければならなくなります。現在市職員等

がパソコンに向かってテンキーを打つために費やさ

れる時間というのは非常に膨大なものでありまし

て、人員削減によりマンパワーの総量が減れば、職

員１人当たりのＰＣに向かいテンキーを打ち込む作

業時間が増加の一途をたどるのは火を見るより明ら

かになると思います。そのような状況下では、専門

性の高い、例えば福祉の分野であれば住民一人一人

の悩みや希望や、そして多様なニーズを聞くための

時間が不足する事態に陥り、住民に対するきめの細

かい人間性に富む行政サービスのクオリティーが劣

化するというの負のスパイラルが憂慮されるわけで

ございます。そのような事態を避けるためには、当

市は政府が推進しますＳｏｃｉｅｔｙ5.0導入によ

る事務作業の効率化を検討するのが喫緊の課題であ

ると思われます。既に検討しておるのですけれども。

その上で、ＲＰＡの導入の先進自治体、例えばつく

ば市では、先ほど市長さんちょっと触れられたので

すけれども、定型的かつ膨大な定型事務作業量が発

生する業務を抽出し、ＲＰＡを導入した結果、住民
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異動の作業が85時間から14時間、約85％削減され、

さらに操作入力のミスの削減や作業時間の手間が省

けたという成果が現れております。さらに、定型事

務作業時間の削減が可能になったことから、職員が

住民サービスに集中できるようになったという成果

が報告されています。ＲＰＡというのは、ＡＩ、人

工知能により当然ディープラーニング、深層学習、

深くコンピューター、ＰＣが自分で学習して新しい

結果を導き出すと、そういうふうなことディープラ

ーニングというのですけれども、これが進化して、

より複合的な事務作業も効率的にこなすだけではな

くて、データを分析して、住民へのサービス内容の

最適化を自動的に執り行うことができます。とりわ

け登録、入力、集計の多い税務、財務、法務、健診、

介護給付等幅広い分野で導入が期待されるものであ

ります。このようにＲＰＡを導入することにより、

事務作業の効率化により発生する時間と労力を付加

価値の高い業務へと注力することにより、職員数の

削減をすることによってそれにより発生するであろ

う住民サービスの劣化を防止するのみではなく、さ

らに職員のゆとりの時間を創出できるスマート自治

体を目指さなければコンパクトシティーの地域運営

は苦しくなると思われるのですけれども、見解伺い

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 健全な行財政の運営について

でございますけれども、ＲＰＡにつきましては、先

ほどもお答えいたしましたとおり、従来手作業で行

っていた処理を自動化するというものでございます

ので、事務作業効率化に大きな可能性を持っている

ものでございます。ＲＰＡは既に民間企業や先進自

治体での実績もございますが、その多くは多額な費

用を投じた大規模なものとなっております。本市に

おきましては、ＲＰＡの中核となりますロボット、

これ外部委託せず、職員による内製が可能なソフト

ウエアを使用いたしまして、最小限調達するという

ことによりまして一般職員による利用の促進など、

後々の展開を柔軟なものとすることを目指しており

ます。内製化によって外部委託と比較して本格導入

までに時間を要するということになることも予想さ

れますが、事務改善プロセスの再確認にもなりまし

て、また自前のノウハウを得られるということは、

今後の安定的な運用と発展性に大きく寄与するもの

であると考えております。議員ご指摘のとおり、Ｒ

ＰＡの迅速かつ積極的な導入は行政作業の効率化の

ための課題であるという認識に立ち、可能な限り早

期の本格導入を目指してまいりますが、以上のよう

なことから、多少時間をかけながらの取組となりま

すことをご理解いただきたく、よろしくお願いいた

します。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 人員の削減によ

るコストの総量、ライフサイクル考えると例えば１

人２億円、３億円、それを削減する金額とどっと最

初から積極的に投入する。そうすると、費用対効果

というのを考えながら進めてもいいのではないかと

思うのです。人口減少に対応できるのは、多分ＡＩ

の力を借りないと非常に厳しいのではないかと思っ

ております。 

 次の質問に移らせていただきます。２番、公共交

通の確保についてなのですけれども、これも今まで

同僚議員、ずっと同じ質問していたのですけれども、

私は違った角度からルーラルマースというところ、

ルーラルというのは田舎という意味なのですけれど

も、マースというのは交通のサービスとしての活用

のことなのですけれども、前のほうはほかの議員さ

んとかぶるところがあるので、マースの説明のほう

から、もし通告の問題があれば２枚目ぐらいからな

のですけれども、ちょっと話してみたいと思います。 

 マースというのは、ＩＣＴを駆使して交通をクラ

ウド化して、マイカー以外のモビリティーを１つの

サービスと捉え、交通をシームレスにつなぐ新たな

交通ネットワークでございます。国交省が2018年か

ら2019年までに８回開催された都市と地方の新た

なモビリティー懇談会では、地方の少子高齢化進行

と物流サービス維持確保問題と高齢者の免許返納数
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の増加により返納後の移動手段の確保問題を解決す

べくマースやカーシェアリング、オンデマンド交通、

超小型モビリティー等を新型輸送サービスとして取

り上げております。地方独自の公共交通を運行させ

ている自治体は多々ありますが、デジタル化されて

いるところは今のところないようです。今後は国策

として推進されると思われるので、自治体のサバイ

バルのためにはＩＣＴとＡＩを駆使して地域の移動

困難者のニーズに対して最的確化した運行サービス

を提供することによりスマートシティーつくりを成

功させるか否かがかかってくる部分が大きいと思い

ます。マースは、過疎地域の持つＪＲ、民営バス、

タクシーとの複合の交通を統合し、時刻表、空車輸

送密度、乗客の目的地等をクラウド化して、一元的

に検索、予約、料金決済等をスマホで行えるような

形態でございます。例えばアイフォーンのアプリか

ら目的地と到着希望日時を入力しますと、オンデマ

ンドバスの乗車時刻とＪＲ乗換えまで、徒歩移動時

間と接続列車発車と到着時刻が提示され、予約が瞬

時に可能となります。利用者の希望により事前キャ

ッシュレス決済が可能になります。また、帰り道、

帰路の日時設定にＪＲ到着後にタクシーを希望すれ

ば、自動的にタクシーの予約も可能になります。こ

うしたあまたのデータがビックデータとしてＡＩに

より情報の集積と解析がなされ、ディープラーニン

グされることにより、マースは利用者の移動時間や

費用の最小化の選択肢を提供するようになるので、

過疎化が著しいルーラル、地方における生活支援の

ための公共交通維持、確保を可能ならしめるもので

あると思われます。将来的には人口減少が止まる見

込みのない過疎地においては、自治体独自の生活支

援の公共交通運行計画を策定する際には恒常的に発

生するであろうマンパワーの不足を念頭に計画を練

らなければならないのでありますから、マースを最

大限に活用して、移動のシームレス化、垣根を低く

した地域公共交通を確立しなければならなくなる蓋

然性は高いと思います。私は、地域公共交通の維持、

確保には最先端情報であるＳｏｃｉｅｔｙ5.0をフ

ル活用しなければ失敗に終わるのではないかと危惧

しております。赤平市はマースを活用した移動手段

の提供を市民のために積極的かつ早急に実現すべき

であると思いますが、見解を伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） マースについてでございます

けれども、議員おっしゃるとおり、今国が推進しよ

うとしておりますＩＣＴの発達を背景に生まれた次

世代の移動サービス、マースの仕組みが構築された

場合、公共交通のみならず日本経済、地域経済、環

境に至るまであらゆる分野に影響を与えると想像し

ております。また、マースによって実現されるシー

ムレスな交通を目指す動きは、国連サミットで採択

されたＳＤＧｓ、持続可能な開発目標を実現しよう

とする世界的な潮流とも合致しているとされ、世界

で注目されている中、既にフィンランドでは実用化

されているようでございます。さて、赤平市でマー

ス導入についてのご質問でございますが、ＩＣＴや

ＡＩの活用など私自身非常に興味のある分野でござ

います。今後さらに進む人口減少、高齢化社会を迎

えるに当たり、画期的な交通移動システムであるこ

とは言うまでもございませんし、将来マースが当た

り前の時代になっているのかもしれません。いずれ

にいたしましても、本市の重要課題でございます地

域公共交通につきましては、令和２年度において乗

降調査やヒアリングなどもっと具体的なデータを収

集し、地域公共交通活性化協議会も設置した中でマ

ースも含め協議してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 マースの最終的

な目標というのは完全自動化でございまして、しか

も全天候型で、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0というのの一つの

売りというのはセンシングでありまして、雪の深さ

や温度全て、そしてＧＰＳとつなぐのであって、恐

らく将来的には雪道でも可能になると思われるの

で、このアプリを使っても多分定時運行とか可能に

なるので、省力化。65歳ぐらいの年齢の人までだっ
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たら多分アイフォーンとかアプリも可能だと思うの

で、ぜひ推進していただきたいと思います。 

 次の問題に進ませていただきます。２番、コープ

さっぽろの社会実験についてちょっとお伺いしま

す。江戸川大学の経営社会学科教授の藤澤研二さん

という方が2013年の11月に「試行錯誤が続く買い物

弱者対策」という論文を発表しておりまして、コー

プさっぽろがあかびら店に異例の大型店を開設した

もくろみの考察があります。その概要によりますと、

赤平市が従来滝川に流出していた市内及び周辺地域

の購買需要を吸引すると。あかびら店を北海道の随

所に広がる過疎高齢地域における店舗フォーマッ

ト、形式設定の確立を目指す社会実験と位置づけて

行ったということです。その象徴的な事業として、

買物バス、トドックあかびら号の運行であり、開店

間もない2009年４月から運行を開始しました。御存

じのとおり、空知中央バスに運行を委託して、２コ

ース、当初は１日７便の運行を始めました。特徴と

しては、隣接するあかびら市立病院の診療時間を勘

案して設計し、停留所も現在赤平店の脇にある薬局

の近くにあるために診察と買物を兼ねた乗客が多い

と藤澤教授は当時分析しておりました。2013年時点

のトドックあかびら号の乗客数の推移というのは、

2009年の運行当初3,000人一月当たりであったのが

2013年には四、五千人で１日150人と増進しました。

また、季節性による変動は、寒さが厳しい冬から春

先にかけて乗客が増加する傾向にあるという分析も

しておりました。しかしながら、経営面では社会実

験のもくろみとしては裏腹に売上げの年間当初目標

20億円に対して実績は16から17億円にとどまって

おりました。生協が売上げ至上主義ではなく、あく

までもソーシャルビジネスの観点から無料バスを運

行させることにより高齢者、特に移動困難者と推さ

れる人々に対する良心的な使命を果たしてきたので

はないかと思っております。教授の研究では、当時

の赤平市は第５次総合計画で老朽化しました炭住の

整備や廃止、そして建て替えで快適な整備、耐震化

を進める効率的な管理を進めたとあります。いわゆ

るコンパクトシティーづくりをもくろんで進めてい

たのではないかと思います。また、赤平市自体は買

物バスと明確な連携が図られているわけでないので

すが、全体的な方向では都市の商機能を町なかに集

中していくことでは一致していたようでありますと

教授は述べております。となりますと、2009年から

始まりました生活支援のための公共交通であります

トドックあかびら号の社会実験の運行状況や乗客

数、乗客の満足度等の分析結果に赤平市は強い関心

を持って情報共有し続けていくことは、買物弱者を

つくらないコンパクトシティーを形成していく上で

は当然であったのではないかと思われます。そこで、

トドックあかびら号の社会実験における当市の年次

別の研究分析による総合的な知見について、もう一

つとしては、社会実験を10年もの長期間、要は多分

おんぶにだっこ状態でコープさっぽろに委ねていた

のだと思いますけれども、その間に赤平市が独自で

生活支援のための公共交通を走らせるという発想と

計画はあったかをお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） コープさっぽろの社会実験に

ついてということでございますけれども、コープさ

っぽろあかびら店におけるお買物バス、トドック号

につきましては2009年４月より運行を開始してい

ただいております。運行に際しましては、まだ店は

開店していない時間であるにもかかわらず、隣接す

る病院の診察、診療時間に合わせて運行するなど単

なるお買物客へのサービスの一環だけではなく、移

動困難な方への通院、買物の足として運行していた

だいております。議員からもトドック号の利用者数

についてお話がございましたけれども、人口減少等

によりまして現在は当時の利用者数から減少してい

る状況ではございますけれども、平成30年度におき

ましても１日当たり50人程度のご利用で、２コース

合わせて１日６便を維持しているというふうに聞い

ておりまして、まさに地域公共交通の一端を担って

いただいていると思っております。トドック号の運

行が始まってからこれまでの間赤平市が独自で生活
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支援のための、公共交通を走らせる計画はございま

せんでしたけれども、令和２年度におきましてトド

ック号や路線バス、スクールバス、保養バスの利用

状況ですとか利用者意識調査を実施してまいりま

す。この中で改善事項や公共交通空白地域における

公共交通ニーズを把握し、再編の必要性や新たな公

共交通運行の必要性など地域公共交通体系を構築す

るための課題を整理してまいりますので、ご理解い

ただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 2013年の150人

から３分の１だから、やはり乗客数も落ちて、それ

に伴いお客さんの数と客単価が減って、多分そうい

う意味もあって、トドック号の運行というところま

で云々という話が進んでいるのではないかと私は推

測いたします。ただ、赤平市に限ったことではない

と思うのですけれども、お尻に火がついてからアン

ケートでこれはサポートされているから進めますと

いうのは、あまりにも恥ずかしいと私は思います。

行政はどういうふうな未来像を描いて、先手、先手

で研究していれば、正直Ａコープが閉じてしまって、

私のところにも市民の方何人か来て、窮状を訴えて、

何とかして足の確保というのがあって、本来だった

ら動かせていてもいい、要はやる気の問題だったの

ではないかと思います。そこは、やっぱり反省して

いかないといけないのではないかと思います。すぐ

進めろといってもやはり制度上時間がかかるという

ことがあるので、そこはまたいろいろ問題が出てき

た場合には先手、先手で対応をするように教訓とし

ていただきたいと思います。 

 次の問題に行かせていただきます。次は、農業生

産基盤充実について、項目のところで、ロボットと

ＡＩばかりで申し訳ないのですけれども、人は年齢、

よわいを重ねるほど食が細ってまいります。人口減

というのは、まさしく人の口が減るので、農産物の

消費の縮減が懸念されるところでございます。農家

の戸数も減少の一途をたどる中、農家の平均年齢も

お聞きしたところ六十二、三歳と上昇していること

や新規就農者の確保もなかなか難しいという状況に

あります。また、マンパワーの不足ではせっかく離

農者の田畑を買い取って、農業法人を立ち上げ、起

業したとしても１人当たりの農作業が増えるだけで

ありまして、人件費を考慮いたしますと、生産効率

が低くなり、経済的にはばら色とは言えないのが現

状でございます。そのような逆風の農業におきまし

ても、最近は農業用のロボットの開発が進んでまい

りました。北海道には、農業ロボット工学では日本

の第一人者と言える北大教授の野口伸氏がおりま

す。ロボットといっても最初はプログラミングだけ

されたトラクターがルーチンワーク、決まり切った

仕事をするだけだったのですけれども、近年は農業

のインダストリーフォー、第４次産業革命によりＩ

ｏＴとセンシング、自動感知装置を組み合わせたＧ

ＰＳ搭載のトラクター、コンバインやトマト収穫ロ

ボットと昼夜問わず空中から作業できるアグリドロ

ーンの開発が進み、実用化が現実のものとなってき

ております。これらの農業ロボットは、最近では認

知機能が組み入れられてきまして、人工知能、ＡＩ

によってやっぱり深層学習、ディープラーニングす

ることにより認知、運動、言語を人間の能力に近づ

けております。従来の農業技術は、やはり経験と勘

に頼るファジーな部分が多くて、経験則により単位

収穫量の変動を受けやすいという側面がありました

が、今後はＡＩロボット農業を取り入れることによ

り、そういう農家が増加すればするほどそこからク

ラウドに入るデータは高度な計算機能で解析されま

すので、気象情報、種子、農薬をまいた時期の管理

情報、生産情報からは人間の勘を超えた最適化され

た農業戦略が次代の黎明期となってきていると言え

るわけです。国内のＡＩの第一人者である松尾豊東

大大学院准教授によれば、農業は認識しないと作業

ができないのであるから、自動化がなされずに人手

に依存していた。だが、ディープラーニングで自動

化できると。ディープラーニングが最も適合しそう

なものが農業であるということを語っております。

もうかる農業のためのキーテクノロジー、鍵になる
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テクノロジーである農業用ＡＩ農機具の進化は、人

口減少が著しい当市にとっては国の助成金頼みでは

取り残されてしまうので、高齢化と後継者不足を補

うために進取して導入を進め、能率的で生産性が高

い産業というイメージチェンジをして、社会にアピ

ールしなければ新規就農者確保はままならないので

はないかと思いますが、ご見解を伺いたい。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 農業生産基盤充実についてで

ありますが、今後における当市の農業を考えますと、

離農された農地の集積による経営面積の拡大や高齢

化などにより労働力不足となることが懸念され、安

定した農業を営むための重要な課題として認識して

おります。そのような中、現在スマート農業の普及

に向け様々な用途に応じた技術が開発され、ロボッ

ト技術ではトラクターの自動運転が代表的でありま

すし、ドローンも活用し、作業効率や労働力の軽減

など新しい技術に期待が寄せられているところであ

ります。このようなことから、スマート農業につい

てのアンケート調査を実施しているところであり、

その結果によって農業者の意向やどのようなニーズ

があるのかを把握してまいりたいと思います。なお、

スマート農業の普及につきましては、実情に合うサ

ポート事業を検討してまいりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 基盤整備のため

には法人化して、20町歩とか、そのぐらいの規模に

しないとなかなか採算ベース、最初、イニシャルコ

スト、イニシャルの投資と費用対効果を考えると難

しいとは思うのですが、多分農家の生き残り、高齢

化のことも勘案しますと、恐らくこれに頼らざるを

得なくなるので、ぜひとも推進をお願いいたしたい

と思います。 

 次の質問に参ります。地域医療の充実について、

地域包括ケアシステムの策定というところをお伺い

したいと思います。地域包括ケアシステムは、1947

年から1949年生まれの団塊の……。 

〇議長（若山武信君） ちょっと順番違います。 

〇４番（鈴木明広君） 項目言い間違いました。す

みません。失礼しました。では、続けてよろしいで

すか。 

〇議長（若山武信君） 元に戻って。 

〇４番（鈴木明広君） 続けてよろしいですか。も

う一度最初から。失礼しました。 

 地域包括ケアシステムというのは、1947年から

1947年、広くは1951年生まれの団塊世代と呼ばれる

約700万人が75歳以上となる要介護者が急増する

2025年までに各自治体で構築を行うことを目指す

とされております。2014年には医療介護総合確保推

進法が施行され、地域包括ケアシステムの構築が全

国的に進められるようになりました。また、それと

並行して地域医療構想で病床数を適正化しまして、

病院完結型医療モデルから地域完結型医療モデルへ

の転換を目指しております。各自治体はあと５年後

には地域包括ケアシステムを構想を策定するわけで

ございますが、基本的には現存する医療や介護の社

会資源に住まい、予防、生活支援を一体化し、ある

いはさらに踏み込んだ形で融合させて、日本人の80

％が現在人生の最期を病院で迎える形から住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることが

できるような地域づくりを構築することを迫られて

おります。財政的な観点では、例えば終末を病院で

迎えると１人当たり約110万円の医療費が発生する

ので、それを居住、自宅だけでなく、地域密着型介

護施設等で訪問診療を受けながら自助、共助、公助、

互助を駆使し、費用を抑えて最期を迎えなさいとい

うシステムであると認識しております。ただし、一

口に地域包括システムを策定するといってもそもそ

も自治体により財政力、コミュニティ力、人口構成、

そして社会資源、医療機関の質と量が全く違うわけ

なので、それぞれの地域の事情に合ったシステムを

構築していかなければなりません。よって、地域を

基盤とするシステムを構築するためには、今後の人

口構成と市民の健康状態、介護施設等の社会資源に

おける将来の需給関係をどのぐらい行政や自治体職
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員、専門職、議員が把握した上でそれを市民と一緒

に認識して、病院完結型医療モデルから地域完結型

医療モデルへという大転換の重要性を共用すること

ではないかと思われます。それが膨張します社会保

障費を抑制して、将来世代にも持続可能なあるべき

社会保障を示すことにつながります。当市における

国保費用額と介護サービス、それぞれ１人当たりの

費用を見ますと国保は平成29年度、70歳以上費用額

が当市64万、全国62万、後期高齢者が当市110万

5,000円、全国が、ちょっと直してほしいのですけれ

ども、92万8,000円、約1.19倍、介護サービスは平

成30年、当市24万7,000円、全国19万1,000円と1.3

倍となっております。厚労省の医療費用と介護費用

は相関性が高いというデータをそのまま投影する形

になっております。政府は、地域包括ケアシステム

において医療費の削減による社会保障持続を目標と

しているわけですから、当市は地域包括ケアシステ

ム策定までの期間における５年間の間に医療費抑制

が可能か不可能か、最適な地域包括ケアシステム策

定が要諦となると思われます。そこでまず、なぜ当

市では医療費が高く推移しているのか、そして２番

目としては今後どのように医療費を抑制して病院完

結型医療モデルから地域完結医療型モデルに転換を

図っていくのか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長、ちょっと順番間違え

ましたけれども、よろしくお願いします。 

〇市長（畠山渉君） 高齢者支援の充実についてで

ございますけれども、医療費の高い要因について、

これについては様々なものがございまして、全国的

に見ても当市の医療費が高いということは認識して

おります。北海道地域医療構想において病院完結型

の医療から地域完結型の医療に重点を移していく

と、こういった必要性がうたわれ、現在中空知地域

医療構想調整会議において中空知全体としてバラン

スの取れた医療提供体制を構築するために各医療機

関と役割分担ですとか連携、不足または過剰となる

ことが見込まれる医療機能の確保について検討を進

めているところでございます。当市におきましては、

あかびら市立病院が公的医療機関として在宅医療の

中心的役割を担っており、今後さらに在宅医療・健

診センターを中心に訪問診療や訪問看護の充実に努

めてまいります。また、高齢者ができるだけ住み慣

れた地域で安心して生活するためには医療のみでな

く、在宅介護サービスや施設サービス、家族や地域

の支援が必要となってまいります。独り暮らしの高

齢者や高齢者のみの世帯が多い当市においては、地

域の方の見守りや助け合い、そして何よりも市民一

人一人の健康づくりや介護予防の取組が今後さらに

重要であると考えております。限られた医療資源と

介護サービスを効果的に活用していくために介護と

医療との連携を進めてまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 この答弁からで

すと、新しい地域包括ケアシステムというよりは現

在ある社会資源、病院と介護施設、マンパワーを組

み合わせて提示しているだけであって、非常に抽象

的で分かりにくいです。まず最初に私が問いたいの

は、医療費が高い要因について様々という答えはな

いと思うのです。もう少し具体的にお願いします。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 医療費のデータに

ついてちょっとご説明させていただきたいと思いま

す。 

 先ほど議員さんのほうからもご説明ありましたけ

れども、厚生労働省が公表されております29年度の

地域差分析資料によりますと、国保の入院に係る地

区町村別１人当たりの実績医療費が全国平均13万

8,503円でありますが、当市は29万5,371円と高いと

いうことでございます。入院外や歯科を加えた全体

でも全国平均35万5,668円のところ、当市は54万

9,683円と全国７位となってございまして、国民健康

保険分に後期高齢者医療制度を加えた市区町村別１

人当たりの実績医療費を見ましても入院分が高いこ

とから、同様に入院外や歯科を加えた全体でも全国

平均56万4,527円ところ、当市は84万6,002円と全国

７位ということで高い状況、入院の状況で高いとい
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う状況になってございます。このほか、当市の平成

30年度の資料でございますけれども、健康スコアリ

ングという資料でございますけれども、被保険者の

構成が65歳以上で国が40％、北海道が44.3％、当市

は58.8％と比較いたしますと高い状況でございまし

て、入院医療費の傾向として24.5％が精神、17.6％

の悪性新生物、次いで、同率でありますが、心疾患

や脳梗塞等の循環器に係る疾病が多くなってきてい

るというような状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 となりますと、

医療費を抑えるところは、論点として入院額51万

7,000円、全国６位というところを削っていかなけれ

ばならなくなるということで認識してよろしいでし

ょうか。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 以前より国保分の

医療費等についてはやっぱり全国から見ていると当

市の分に関しては高いところでございますので、こ

の分の改善については今後も進めていかなければな

らない、こんなふうに感じているところでございま

す。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 そうしますと、

地域包括ケアシステムで医療費を削るとなります

と、在宅看護、在宅訪問の用途の比率を、シェアを

高めなければ恐らく国が企図するものとは全く正反

対なものになると思うのですけれども、現在行われ

ております在宅、訪問医療と訪問介護の現状につい

てもう少し細かく教えていただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 訪問診療、訪問看護について

でありますが、前段でもお答えいたしましたけれど

も、市立病院では入院、そして退院後の生活に向け

た支援充実のため地域医療連携室の体制強化を図る

こととしております。また、同時にその後の在宅で

の診療や看護の重要性も認識しておりまして、これ

らについては在宅医療・健診センターが中心となっ

て役割を担う中、その体制の充実も課題となってお

ります。先ほども説明申し上げましたけれども、現

在ご利用いただいております患者数でございます

が、訪問診療が16名、訪問看護25名というふうにな

っておりまして、訪問診療におきましては減少傾向

も見られておりますけれども、これらの数値は病状

や家庭内でケアをする家族の構成、状況等も関係が

深く、様々な要素で増減を繰り返す様子も見受けら

れております。現在具体的に将来の在宅医療を必要

とする患者の計画、人数等は定めておりませんけれ

ども、このような要素から当市のような小さな規模

で将来需要を予測するということは難しい面もござ

いまして、また訪問診療、訪問看護につきましても

準備や移動時間、これら病院内で診療を行うよりも

効率性については低い。医療人材の数によりまして

対応できる範囲も限定されてまいります。将来に向

けての体制づくりが不安定なものとなってしまうこ

とも事実でございます。このような状況から、当市

といたしましては人的体制の充実が最も大切な要素

であるというふうに考えまして、まずは内科医の確

保が第一と認識して取り組んでおります。一方、病

床機能の在り方におきましては、これまでにも述べ

てまいりましたとおり、地域医療構想調整会議にお

いて2025年に向けたこの地域の在り方について現

在議論を重ねているところでありまして、市立病院

では重点課題とされ、今後さらに必要となる回復期

病床の不足解消に取り組んでいるところでありま

す。今後は、これらの議論と同時に在宅医療の在り

方におきましても需要や夜間対応の必要性、また施

設の回診などと併せまして地域ケア会議などを通じ

まして議論をしてまいりますし、ご指摘いただいて

おります地域完結型の医療をどのように構築してい

くのかということにつきましてもしっかりと取り組

んでまいりますので、ご理解いただければと思いま

す。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 具体的な数字が
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全然出てきていないので、私納得していません。現

在のところ居宅介護を受けている人数というのは、

何人ぐらいなのでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 令和元年12月末

現在で居宅介護、介護予防も含めましてサービス受

給者数は399人となっております。 

〇議長（若山武信君） それでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 鈴木委員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 そうなりますと、

訪問医療16で訪問看護25というのは、一人頭、１人

か２人しか使っていないというふうに認識してよろ

しいですか、現在のところ。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 訪問診療は16名、

訪問看護25名利用されているということで、年間で

すけれども、ちょっと毎月何名かは把握はしており

ませんけれども、先ほどの報告どおり利用されてお

ります。 

〇議長（若山武信君） よろしいですか。まだ。続

けて。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 申し訳ありませ

ん。 

 あと、介護サービスにおきまして訪問看護は介護

サービスと、訪問看護は介護と医療と分かれていま

して、こちらのほうは私の、先ほど申しました人数

のほうは介護保険における介護サービスの訪問看護

サービスのみの数字となっております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 いずれにしまし

ても、この16、25というのを一月１回ずつ受けると

すると、ほとんど使用されていない、機能していな

いというふうに解釈してよろしいのですか。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（井上英智君） お答え

します。 

 ただいまの質問ですけれども、訪問診療16名、訪

問看護25名、これ今介護の課長が答弁しましたとお

り、中身には医療保険と介護保険の両方の方が含ま

れている人数です。おおよそこの人数の方々は、大

小ありますけれども、週１回程度はご利用させてい

ただいていますので、月１回という形の計算には合

わないかと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 そうしますと、

その合計、使われている訪問診療と訪問介護の合計

金額というのは幾らぐらいになっておりますか。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（井上英智君） その数

字は、ただいま持ち合わせておりません。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君）  〔登壇〕 持ち合わせて

いないとどのぐらいの頻度で、当然人数が多くて回

転がよければ、その金額というのは高くなるので、

低ければほとんど機能していないというふうになる

ので、それが分からないと判断材料には私ならない

のですけれども。 

〇議長（若山武信君） そういうのないですね。 

 ちょっと休憩したら、暫時休憩いたします。 

（午後 ３時２２分 休 憩） 

                       

（午後 ３時３５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 ただいま鈴木議員のほうからの質問で混乱が生じ

ましたけれども、これ介護問題と、それから病院の

問題とちょっと合わさったような部分ございますの

で、もう一度質問の意図をはっきり絞ってお願いい

たします。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 結局医療完結型

から地域完結型に移行する場合には、今まで医療で

人生終わっていた部分を在宅で見守るというのがこ

の構想の基本であるので、当然私としては介護の部

分が負担が増えると。そのときに現在ある数字を基

本として将来の策定を考えなければならないから、
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現在介護ではどのぐらい使われているかということ

を端的に教えていただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 介護保険におけ

る介護給付費における訪問看護の利用実績をご報告

します。 

 直近12月サービス利用分についてですけれども、

訪問看護、月44件、金額にしまして約112万の給付

費となっております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 ほとんど使われ

ていないということが分かったので、これから、400

人の在宅の方が現状でいらっしゃるので、そこのと

ころの部分の負担と今度病院側との機能の負担、医

師の確保、もしくは医師のやりくり等を考えないと

この構想は策定できないと思うので、そこのところ

をしっかりやっていっていただきたいと思います。 

 それで、関連してもう一つだけなのですけれども、

現在介護施設と老健を合わせますと現時点でいわゆ

る入所待ちという方というのはほとんどいないとい

うふうに伺っておるのですけれども、今後このまま

老人の、高齢者数のパーセンテージは上がるのです

けれども、絶対数は減っていくので、人口減によっ

て当然絶対数は減るので、それを考えますと、今後

当市において新たな介護型療養の医療施設や介護医

療院の新設は必要はないのではないかと思うのです

けれども、どうでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 今後の介護の必

要な人数等を加味しまして、今後第８期介護保険計

画において検討してまいりたいと思います。作成に

おいて検討してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 まとまりました

らぜひお伝えください。 

 それでは、次の質問、５番目の地域医療の充実に

ついてで新型コロナウイルスについて関連してちょ

っと質問させていただきます。新型コロナウイルス

というのは、現在ＷＨＯでもほとんどパンデミック

的感染拡大というふうになっておりまして、ＰＣＲ

による検査が保険適用になり、医師のオーダーで保

健所を通さなくても可能になるであろうと思われる

ので、いわゆる検査難民が減少することにより今後

は道内のみならず、全国的に感染者数が顕在化する

のではないかと思われます。また、感染者の母数が

増えることにより統計的優位性が高まりまして、科

学的に症状が分析されることにより、ウイルスの毒

性が次第に明らかになっていくことを期待したいと

思います。 

 さて、新型コロナウイルスによる院内感染してし

まう医師や看護師の数が増えております。感染症の

専門家によりますと、ウイルスが蔓延しているさな

かでも医師が疑似症状の患者を診察する際、日本で

はサージカルマスク１枚で対応することが原因の一

つではないかと指摘されております。報道によりま

すと、道が４番目として公表しました道南の七飯町

の町議を診察したクリニックの医師は、初診の２月

７日は微熱と喉の違和感を訴えて来院したと。全く

普通のいわゆる風邪だったが、２回目の13日に再び

来院して、レントゲンで胸の撮影をして、初診から

５日たって少したんとせきが出てきたと聞き、肺炎

や気管支炎を起こしていないかと疑ってレントゲン

を撮ったら、両方の肺に肺炎の症状があったと。そ

して、比較的元気なのにいきなり両側の肺炎はあま

り経験したことがない症例で、専門病院に診てもら

う必要がありと判断して、14日に市立函館病院を紹

介したと。この町議は、翌14日に感染症指定医療機

関の市立函館病院を受診し、このとき問診した女性

看護師も後日道内12番目の感染者となり、院内感染

が確定したわけです。最初に診察しました医師は、

医療スタッフも接触者という形になるわけですけれ

ども、２週間休診ということになるとそのしわ寄せ

が他の医療機関に来ると。完全に地域医療は成り立

っていかなくなってしまうと述べております。すな

わち、地域医療崩壊を懸念しておるということです。

ウイルスを制圧するまでには、現況を考えますと、
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長期戦を覚悟しなくてはならないと危惧される中

で、ＰＣＲ検査が保険適用となりますと、疑似症患

者の感染の有無を明らかにしたいと希望する方々も

あかびら市立病院でも増えるのではないかと予想さ

れます。ＰＣＲ検査で早期に発熱していて肺炎を起

こしているが、インフルエンザでもその他の肺炎で

もない場合には鑑別検査は有意義でありますが、検

査の結果新型コロナウイルス感染、ポジティブ、陽

性と判明した場合には事実上の病院閉鎖、封鎖を余

儀なくされてしまう可能性があります。このような

リスクをヘッジするためには、私は病院に疑似症状

の患者さんがほかの患者や医療スタッフとの接触を

避けるための安全な動線を確保すべきであり、それ

が不可能な場合には、医療崩壊を防ぐためには建物

内に外来患者に対して発熱、濃厚接触専門外来を設

置すべきであると思うが、伺いたいと。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染症へ

の市立病院の対応でございますが、現在厚生労働省

の示す高熱の続いている方、または強い倦怠感や呼

吸困難などの症状がある方は帰国者・接触者相談セ

ンターへご連絡をいただき、対応することになって

おります。また、当院に直接来られた方についての

対応の仕方でありますが、現状ではご指摘の専門外

来を設置するという判断には至っておりませんが、

これらの症状が見られる方には待合場所においては

端に位置する場所で他の患者との距離を保ち、新型

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の診察は、

救急外来の感染診察室にて対応することとしており

ます。現段階で高熱があり、救急外来の感染診察室

で対応させていただいた患者はこれまでに１名だけ

となっておりますが、その際も帰国者・接触者相談

センターへ問合せをし、新型コロナウイルス感染症

である可能性が低いとの判断となったため、医師の

判断の下、帰宅いただいたところであります。その

際、職員には念のためＰＰＥ、いわゆる防護服によ

る診療、処置の対応をさせていただいたところであ

りますが、今後とも、数に限りがある中ではありま

すが、医師の指示の下、危険性が高いと判断した場

合にはＰＰＥを着用し、患者への対応を行ってまい

りたいと考えております。 

 また、入院対応につきましては、ご承知のとおり、

当院は感染症指定医療機関ではないため、新型コロ

ナウイルス陽性と判定された感染患者の入院は現段

階では想定しておりませんけれども、帰国者・接触

者相談センターによるＰＣＲ検査の結果を待つまで

の間、肺炎など症状が軽症ではないため入院の措置

を取ることとなった場合には、院内の陰圧病室を利

用することとしており、他の入院患者への影響を及

ぼさないよう、また医療スタッフはＰＰＥでの対応

により万全を期してまいりたいと考えております。

まだまだ先の見えないこの感染症の行方であります

が、このようなときであるからこそ地域の医療体制

の崩壊を招くことのないよう細心の注意を払ってま

いりたいと思いますので、ご指導、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 この非常に厳し

い現状、地方公共団体の病院に丸投げしているよう

な現状、戦争でいうと物資、弾の補給がほとんどな

い中で戦えと言っているようなものなので、私は非

常に憤慨しておるのですけれども、ぜひとも院内感

染、発生しないで切り抜けてほしいと思います。 

 次の質問で、防災体制について、ちょっと時間が

ないので、教育行政執行方針について行きたいと思

います。どうもすみません。教育行政執行方針で、

１番、公設塾についてお伺いします。公設塾の目標

についてお伺いします。３年目を迎える公設塾につ

いて、教育長さんは利用する生徒児童数の増加を目

指し、保護者へ働きかけをこれまで以上に工夫する

と述べておりますが、学習塾に期待されることとい

うのは、私が考えるには１番目には学習習慣の定着

と学力の増進、あとは受験合格率アップであると思

います。公設塾は営業目的ではないと思いますので、

生徒の多寡、多い、少ないで塾の評価が決まるもの

ではなく、生徒たちの実力増進度こそが評価基準に
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なるのではないかと思うのですけれども、ご見解を

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 公設塾についてお答えを

いたします。 

 本市におきましては、市内の小中学生を対象に学

力の向上並びに学校以外での学習習慣の定着化を目

的として民間塾の講師を活用し、平成30年度より開

設をしております。なお、開設２年目となります本

年度の登録児童生徒の割合は１年目に比べ僅かなが

ら上がっておりますが、小学生は33.3％、中学生は

25.3％にとどまっています。議員がご指摘のとおり、

登録児童生徒数の多寡で評価が決まるものではない

と考えてはおりますが、市内には50％の児童が登録

している小学校があり、標準学力検査ではほとんど

学年において算数が全国平均を上回るという例もあ

るところです。また、公設塾は公費を投入した事業

でありますことから、公平性の観点からも一人でも

多くの子供たちに利用していただきたいと考えてお

ります。今後におきましては、塾の授業の教科の増

や夏休み、冬休みにおける公設塾の開設など塾講師

と共に検討し、拡充を図り、学習習慣の定着化の一

助となるよう支援をしてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 塾をなりわいと

してきた者からの立場で申しますと、生徒の数が増

えれば教育の質は多分落ちます。１対10、１対20で

は圧倒的に１対10のほうができるのであって、別に

多ければいいのではなくて、質を求めるのであれば

少数制でも構わないので、私は科目の充実、増やす

こととできれば講師を増やすこと、これが大切だと

思います。 

 次、最後のところで先進地域への教育視察につい

て、秋田県の例であるのですけれども、これ最後の

質問になると思います。塾業を営んできた経験から

申し上げますと、同業者と秋田県の小中学校で行わ

れている全国学力・学習状況調査の結果を参考にし

て塾生を指導してみようということを話したことは

ありません。学力テストの成績が上がれば教育目的

を達成したことになるのだから、見習うべきところ

があるのではないかと思われますが、ある特定のテ

ストの得点を上げるための傾向と対策を重視します

と、子供たちへの学習の内容というのは類似も問題

のパターン認識と頻出事項の重点的な繰り返しに力

点が置かれます。もしそうした学習が子供たちの物

事を多様な角度から考える洞察力や柔軟な思考力を

養い、活用した応用力を身につけさせることができ

れば、高校入学後のレベルの高くなる教育内容にも

十分対応できるのではないかと考えるわけでござい

ます。ところが、文科省の学校基本調査で秋田県の

大学入試センターの得点順位は2014年度は全国37

位であります。また、秋田同様に学力テストのよい

福井県は33位であります。また、2017年度において

は秋田県は40位、石川県は23位となっております。

学力テストの結果が全国上位であることと大学入試

センター試験との成績の間には相関関係はありませ

ん。教育におきましては、小学校や中学校で才能が

開花するのは理想的なことではございますが、それ

が単なる早熟で終わってしまってはテストのための

学習で中学校の時点でいわゆる燃え尽きてしまった

のではないかと危惧されます。義務教育の学力テス

トの結果が高校の学習につながらないとなれば、中

長期的視点に基づいた学力研さんにはつながらない

と懸念されるのでありますが、ご見解を伺いたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 秋田県への教育視察の意

義についてお答えをいたします。 

 小中学校では新学習指導要領が全面実施される時

期を迎えておりますが、ここでは日本の将来を築い

ていく子供たちにこれからの時代をたくましく生き

抜くために必要な資質、能力の育成を明確にした教

育活動が求められております。そのことを実現する

ために重要とされるのが主体的、対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善であります。また、確かな
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学力育成においては、家庭との連携を図りながら児

童の学習習慣を確立させることも重要とされており

ます。それらのことを踏まえ、秋田県の学力の高い

地域への研修視察を計画しております。視察の主な

目的３つ設定いたしました。１つ目は、質の高い授

業を参観して自分たちの授業と比べ、授業改善の見

通しを持つこと。２つ目は、教員が主体的に授業を

相互参観することを通して学校全体で授業力を高め

る研修体制を学ぶこと。３つ目は、確かな学力を支

える家庭学習の習慣を確かなものにする工夫を学ぶ

ことです。今回の視察先は、文部科学省の委託を受

けて秋田県として取り組んだ主体的、対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善充実事業の拠点校を２

年間務めた小中学校であります。また、全国学力・

学習状況調査においては、トップクラスを維持して

いる地域でもあります。授業の質を高めることは教

員にとっては永遠の課題と言われていますが、先進

地の教育実践に学び、これからの時代に求められる

資質、能力を赤平の子供たちに育む授業改善を進め

るため各学校の取組を支援してまいりますので、ご

理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 学力テストの成

績の裏側にあるのは。私なりわいだから、よく分か

るのですけれども、本来だったら東京が１位になる

はずなのですけれども、ならない理由というのは私

立の名門、いわゆる中高一貫並びに進学校では半分

ぐらいの生徒しか受けていないので、点数が低くな

っているだけであると思います。ゆえ、私は本来学

ぶべきところというのは東北だったら仙台の有名な

学習塾か首都圏だったら中高一貫校の教育を、その

スキルを盗んできたほうが教育の質と指導力が上が

って、そして成績に結びつくような刺激を持って先

生が帰ってこれるのではないかと思います。文部科

学省のレベルでこれをやって私、大学入試とか大学

入試合格実績につながるのだったら否定はしないの

ですけれども、つながっていないということは教育

の連関性がない。連関性がない教育というのは非常

に魅力がなくて、ほとんど私は意義がないと思うの

で、そのところを踏まえてもう一度考え直してはど

うかと思うのですけれども、ご見解を伺いたい。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 私は文部科学省、否定さ

れるでしょうけれども、秋田県として取り組んだこ

の主体的という、主体的、対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善充実の事業ということで２年間行

ったという小中学校ですので、ぜひそこの勉強をし

て、授業見て、赤平市の子供たちに授業改善を進め

るために各学校で取り組んでいただきたいと考えて

おります。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 見解が違うので、

また別な機会に討論いたしたいと思います。 

 これで私の質問は終わらせていただきます。 

〇議長（若山武信君） これをもって、一般質問を

終了いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） お諮りいたします。 

 委員会審査のため、明日12日から16日までの５日

間休会いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明日12日から16日までの５日間休会する

ことに決しました。 

                       

〇議長（若山武信君） この際、ご報告いたします。 

 さきに設置されました予算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 

 委員長に伊藤議員、副委員長に安藤議員が選任さ

れましたので、ご報告いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時５９分 散 会） 



 －109－ 

 

 

 上記会議の記録に相違ないことを証する

ため、ここに署名する。 

 

 

        令和   年   月   日 

 

 

        議      長 

 

 

        署  名  議  員（   番） 

 

 

        署  名  議  員（   番） 


